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１． 産  業 

（１） 補助や融資を受けたい方 

＜補助金＞ 

 企業の土地・建物・設備の拡大をお考えのとき 

・企業立地補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

・企業拡大再投資補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 UJI ターンなどにより宇都宮市で起業をお考えのとき 

・宇都宮市 UJI ターン起業促進補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 従業員の雇用をお考えのとき 

・雇用助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

・トライアル雇用助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 従業員の退職金制度の加入についてお考えのとき 

・中小企業退職金共済制度加入補助 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 企業の機械設備の新設・増設をお考えのとき 

・中小企業高度化設備設置助成制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 特許の取得をお考えのとき 

・特許等取得促進助成制度  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 良質な賃貸住宅整備をお考えのとき 

・地域優良賃貸住宅供給促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 事業所内保育施設設置促進事業補助金 

（働きながら子育てをするための支援制度 ････････・・・・・･・・・・・ ４４） 

 販路開拓をお考えのとき 

・販路開拓支援事業補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

 

  ＜融資＞ 

 宇都宮市の中小企業向け融資制度について知りたいとき 

・宇都宮中小企業向け融資制度‐制度のしくみ・中小企業の範囲・融資までの流れ‐ ・・・・・・・・ １５ 

 設備資金および運転資金が必要なとき 

・中小企業設備資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

・小規模企業支援資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

・中小企業運転資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

・緊急景気対策特別資金（不況関連） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

・緊急景気対策特別資金（災害関係） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

・緊急景気対策特別資金（金融関連） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

・緊急企業支援資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

目   次  

事業主のみなさまへ 

 事業所の方に向けて，宇都宮市の制度について役立つ

情報をまとめました。どうぞご活用ください。 

 平成２３年 宇都宮市 



・街づくり活性化創業資金（一般創業資金） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

・街づくり活性化創業資金（新事業創出資金） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

 夏季または年末年始において原材料費などが必要なとき 

・季節経営安定資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

 公害防止および環境保全事業などに資金が必要なとき 

・環境保全対策資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

・省エネルギー施設等導入における金融上の助成措置（県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

 経営の改善・安定を図るため，販売促進のために資金が必要なとき 

・中小企業商工振興資金（商工振興資金） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

 商店街等の施設整備・中小企業者の店舗の新設・増改築などの資金が必要なとき 

・中小企業商工振興資金（商業流通近代化資金） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

 大谷地区における地域振興などのための資金が必要なとき 

・中小企業商工振興資金（大谷地区活性化資金） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

 CSR（企業の社会的責任）活動に取り組む企業の方へ 

・まちづくり貢献企業支援資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

 

（２） 宇都宮まちづくり貢献企業認証制度について知りたい方へ 

 宇都宮まちづくり貢献企業認証制度のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

 

（３）宇都宮産の農作物などの農資源を活用した新商品・新サービスの創出をお考えの方へ 

 うつのみやアグリネットワーク アグリビジネス創出促進事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

 

（４） 勤労者の生活の安定のために 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

 健康管理のことなら 

・職場における健康管理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

・こころの健康について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

 働きながら子育てをするための支援制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４ 

 

（５） 障がい者の雇用について 

 「障害者雇用促進法」が改正されました ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

 

（６） その他 

 おもてなしモニター・顕彰制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５ 

 宮のものづくり達人派遣事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

 宇都宮ベンチャーズ（起業家育成支援施設の貸付・支援）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 

 



２．環  境 

 環境マネジメントシステムの認定制度について 

・事業所版環境 ISO（ECO うつのみや２１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ 

 ごみの減量・リサイクル活動に取り組んでいるとき 

・エコショップ等認定制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６４ 

 事業系ごみの適正処理について 

・産業廃棄物の適正処理 ･･･････・・・・・・････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ 

・一般廃棄物の適正処理 ･･････････････・・・・・・･･･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 

 

３． 税  制 

 法人市民税について知りたいとき 

・法人市民税の概要－法人市民税 税率表― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５ 

・給与所得者の市民税・県民税の特別徴収について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７ 

 事業所税について知りたいとき 

・事業所税の概要 ･････････････････････････････････････････・・・・・・・････････・・・・・・・・・・・・ ７９ 

 障がい者の「働く場」への発注を増加されたとき 

・障がい者の働く場に対する発注促進税制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０ 

 

４． 宇都宮市からのお知らせ 

 ブランドメッセージについて 

・ブランドメッセージ－住めば 愉快だ 宇都宮－ロゴマーク使用について ・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

・市マスコットミヤリー ･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

 公共施設予約システムについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４ 

 公共施設案内地図システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６ 

 安全で快適な街をつくろう 

 －路上喫煙等による被害の防止など－ ･･････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８７ 

 消防団協力事業所表示制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 

 社員食堂等を保有する事業所が行う給食施設届出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

 補助犬にご理解ください―盲導犬・介助犬・聴導犬― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９２ 

 

５． 労働関係機関一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 



 

 
１．産  業 
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企業立地補助金 

 宇都宮市では、市内の工業団地に進出する事業者のうち、一定の条件（事業内容・業種）を

満たす事業計画を実施する方に対して、助成金の交付を行います。 

 また、既に宇都宮市内の工業団地または工業地域に立地している事業者についても、一定

の条件（業種）を満たす事業計画を実施する方に対しての支援も新たに行います。 

支援内容 

企業立地補助金 

対象地域： 

 宇都宮工業団地  

 瑞穂野工業団地  

 清原工業団地  

 東谷・中島地区（上乗せ補助あり（下記のとおり））  

 宇都宮テクノポリスセンター地区（上乗せ補助あり（下記のとおり））  

 河内工業団地  

 白沢工業団地  

 工業専用地域  

（注）市内全域を対象に大規模上乗せ補助あり（下記のとおり）  

補助金の内容： 

・取得した土地、新設・移設した建物、購入した設備（投下固定資産総額の 3%） 

・対象業種は、製造業、特定サービス業、物流関連産業、市内から移設する製造業 

 （上乗せ補助については、別途指定業種あり） 

1. 基本補助 

投下固定資産総額の 3%を限度額 1 億円まで補助  

2. 上乗せ補助 

・土地取得額の 25%及び設備投資額の 3%を基本補助と併せて 2 億円まで上乗せ補助  

・対象業種は以下のとおり 

（東谷・中島地区） 

中小製造業、市内から移設する製造業、製造・販売一体型の製造業、物流関連産業 

（宇都宮テクノポリスセンター地区） 

製造業のマザー工場、次世代モビリティ産業  

（１）補助や融資を受けたい方＜補助金＞ 

＜ 補 助 金 ＞ 
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3. 大規模上乗せ補助 

・土地取得額の 25%及び設備投資額の 3%を基本補助と併せて 10 億円まで上乗せ補助 

・対象業種は、次世代モビリティ産業（市内全域）  

（注）大規模とは、基本補助限度額超（投下固定資産総額約 34 億円）の大規模立地を示す  

補助金の条件： 

1. 土地取得後、5 年以内に操業開始（借地・既存施設の取得も含む。ただし、借地の場合

の補助対象は、建物と設備のみ）  

2. 工業専用地域、工業地域以外から移設する企業は、移転後の跡地を工業用地として使

用しないこと  

3. 単年度交付  

4. 限度額 1 億円 

基本と合計で、上乗せ補助：限度額 2 億円、大規模上乗せ：限度額 10 億円  

(注) 補助の対象者は、市内で事業を営む（営もうとする）もので、市税を滞納していない事業所で

す。 

 

お問い合わせ 

経済部 商工振興課 

電話番号:028-632-2434      ファクス:028-632-5420 
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企業拡大再投資補助金 

１ 対象地域 

・宇都宮工業団地   ・瑞穂野工業団地   ・清原工業団地  

・ 東谷・中島地区   ・宇都宮テクノポリスセンター地区  

・河内工業団地     ・白沢工業団地   ・工業専用地域    ・工業地域  

２ 対象事業・業種 

・ 製造業 ・特定サービス業 ・物流関連産業  

３ 補助金の概要 

（１）補助要件 

本市内に事業所を有する事業者が、当該事業所の敷地若しくは隣接した敷地内に事

業所を拡大すること又は当該事業所と同じ工業団地内に事業所を設置すること。 

（借地・既存施設の取得も含む。ただし、借地の場合の補助対象は、建物と設備のみに

なります。）  

 （２）補助内容 

   投下固定資産総額（土地・建物・設備の取得費用）の３％を補助 

 （３）補助限度額  5，０００万円  

 ※ 土地の取得を伴う場合，補助内容，限度額については「宇都宮企業立地補助金」に

準ずるものとします。 

４ 申請時期 

 土地取得後、6 カ月以内。土地の取得がない場合、建物の着工前。 

５ 申請手続き 

 事前協議書に、必要な書類を添付して提出してください。 

６ 提出先 ・お問い合わせ 

  経済部 商工振興課 商工振興グループ 

電話番号:028-632-2434 ファクス:028-632-5420 
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宇都宮市 UJI ターン起業促進補助金 

宇都宮市では UJI ターンにより新たに宇都宮市へ住民登録をし、市内において新規起

業にチャレンジされる方を対象に、法人設立に係る経費や事業拠点、生活拠点確保に

係る費用の一部助成を行います。 

助成の対象者 

UJI ターンにより宇都宮市へ住民登録をし、市内において起業される方、又は宇都宮市

へ住民登録をして 1 年未満、かつ、宇都宮市で起業して 1 年未満の方で、下記の要件

のいずれかに該当する場合が対象となります。 

 要件 

 優れたビジネスプランで本市産業の振興に寄与することが期待できるもの  

 首都圏等の域外にネットワークを持ち、本市の地域資源を活用した事業展開が期

待できるもの  

 コミュニティービジネス等の地域活性化に寄与することが期待できるもの  

 市内ベンチャー等の牽引的存在となることが期待できるもの  

 市場性や成長性、本市の雇用増加が期待できるもの  

補助の内容 

法人設立に関する助成 

 補助対象経費 法人定款認証費、法人登録免許税  

 補助率 補助対象経費の 2 分の 1  

 補助限度額 15 万円  

事業拠点確保に関する助成  

（賃借の場合） 

 補助対象経費 家賃（賃貸借契約上の賃料）  

 補助率 補助対象経費の 10 分の 3  

 補助限度額 月額 6 万円（最長 36 月）  

（取得の場合） 

 補助対象経費 建物の不動産購入費用  

 補助率 補助対象経費の 10 分の 1  

 補助限度額 216 万円  

生活拠点確保に関する助成 

（賃借の場合） 
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 補助対象経費 家賃（賃貸借契約上の賃料）  

 補助率 補助対象経費の 10 分の 3  

 補助限度額 月額 2 万円（最長 36 月）  

（取得の場合） 

 補助対象経費 建物の不動産購入費用  

 補助率 補助対象経費の 10 分の 1  

 補助限度額 72 万円  

  区分 対象経費 補助率 限度額 

事業拠点 賃借
家賃 

（賃貸借契約上の賃料） 

補助対象経費の 

10 分の 3 

月額 6 万円 

（最長 36 月） 

 取得 建物の不動産購入費用 
補助対象経費の 

10 分の 1 
216 万円 

生活拠点 賃借
家賃 

（賃貸借契約上の賃料） 

補助対象経費の 

10 分の 3 

月額 2 万円 

（最長 36 月） 

 取得 建物の不動産購入費用 
補助対象経費の 

10 分の 1 
72 万円 

法人設立  
法人定款認証費 

法人登録免許税 

補助対象経費の 

2 分の 1 
15 万円 

募集期間 

随時、相談・受付 

審査方法 

 一次審査 書類審査  

 二次審査 プレゼンテーションによる審査  

お問い合わせ 

経済部 産業政策課 産業育成グループ 

電話番号:028-632-2443 ファクス:028-632-2447 
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雇用助成制度「宇都宮市雇用支援対策基金事業」 

１ 助成対象者・条件 

※ 次の要件を全て満たす事業主です。 

・ 市内の中小企業で雇用保険適用事業の事業主であること 

・ 住所が宇都宮市にある（雇い入れ日現在）対象労働者を常用雇用者（パート除く）

として期間の定めなく雇用した場合であること 

・ 対象労働者に対する、雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること 

・ 対象労働者の雇用前 6 か月から申請日までの間に、解雇した労働者がいないこと 

・ 市税に滞納がないこと  

２ 対象労働者の要件 

(1) 事業主都合による離職者 

・前事業所を事業主都合により離職した者 

（前事業所が、破産、民事再生、事業再生等の法的整理の対象となった場合を含

む。また、定年および契約期間満了に伴う離職は除く） 

 

(2) 雇い入れ日より過去 1 年以上雇用保険未加入者 

・雇い入れの日前の過去 1 年間に、雇用保険に加入していない者 

・新卒学生で卒業後 1 カ月以上就職できなかった者 

３ 助成額 

(1) 事業主都合による離職者の場合 1 人当たり 60 万円 

(2) 雇い入れ日より過去１年以上雇用保険未加入者の場合 1 人当たり 60 万円 

（平成 22 年 3 月 31 日以前に雇用された方は、1 人当たり 30 万円） 

（注）国の助成金を受給の場合は、国の助成金と合わせて 60 万円を超えない範囲  

４. 申請 

 雇用助成金交付申請書は、助成金の支給対象となる対象労働者の雇入日から 3 か月を経

過した日から 6 か月以内に、必要書類を添えて、宇都宮市経済部商工振興課に提出してくだ

さい。 

 なお、市税の納付状況を調査しますので、申請者の同意をお願いします（調査の同意がい

ただけない場合は、市税完納証明を添付してください）。 
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５ 添付書類 

 申請書を提出する事業主は、次の書類を添付してください。 

(1) 交付要件確認書（様式 1-2 号） 

 対象労働者の状況については、本人の確認をお願いします。 

 なお、申請者の雇用保険適用、解雇の有無、給付金等の受給の有無などについて調査を

行いますので、申請者の同意をお願いします。 

 (2) 雇入れた対象労働者にかかる書類  

 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写）  

 雇入通知書又は雇用契約書（写）  

 住民票（写）（雇入日の住所が分かるもの）  

 履歴書（写）  

 （事業主都合の離職者の場合） 

前事業所の退職証明書（写）または雇用保険被保険者離職証明書（写） 

ただし、前事業所が、破産、精算、会社整理、会社更生、民事再生、事業再生等の法

的整理の対象となった場合には本人の申立書、またはハローワークの発行した雇用調

整方針対象者証明書（写）でも可  

 賃金台帳（写）  

 労働者名簿（写）   

 ハローワークの発行した給付金の交付決定通知書（写）（国の給付金を受けた場合）  

 雇入日現在の満年齢が 60 歳以上の場合は、ハローワークの発行した紹介状（写）もし

くは、事前に厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の届出を行

っている民営の職業紹介業者の紹介証明書（写）  

６ 申請書の提出先・お問い合わせ 

 宇都宮市旭 1 丁目 1 番 5 号 

 宇都宮市経済部商工振興課労政グループ（市役所 7 階） 

  電話番号：028-632-2444 ファクス：028－632-5420 

            ※ ファクスでの申請はご遠慮ください。 
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トライアル雇用助成制度「宇都宮市雇用支援対策基金事業」 

１ 助成対象者・条件 

※ 次の要件を全て満たす事業主です。 

・ 公共職業安定所の紹介により、対象労働者をトライアル雇用として雇い入れ、「試行雇

用奨励金」の交付決定を受けた事業主 

・ 市内に事業所がある中小企業の事業主で、市税に滞納がないこと。  

２ 対象労働者の要件 

・ トライアル雇用時、宇都宮市民で国の試行雇用奨励金の対象者となる者  

３ 助成額 

・対象労働者に対する、国からの試行雇用奨励金交付決定額の 2 分の 1（3 か月を限度）  

４ 申請手続き 

（１） 宇都宮市トライアル雇用助成金交付申請書（様式 1 号）の提出 

  トライアル雇用助成金交付申請書は、試行雇用奨励金支給決定後 6 か月以内に、必要書

類を添えて、宇都宮市経済部商工振興課に提出してください。 

  なお、市税の納付状況を調査しますので、申請者の同意をお願いします。（調査の同意が

いただけない場合は、市税完納証明書を添付してください。） 

 

（2）添付資料 

 申請書を提出する事業主は、次の書類を添付してください。 

・調書（様式第 2 号） 

・国の「試行雇用奨励金支給決定通知書」（写） 

・国の「トライアル雇用実施計画」（写） 

・国の「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」（写） 

・対象労働者の住民票（写） 

・その他市長が必要と認める書類 

５ 申請書の提出先・お問い合わせ 

宇都宮市 1 丁目 1 番 5 号 

宇都宮市経済部商工振興課労政グループ（市役所 7 階） 

電話番号：028-632-2444 ファクス：028－632-5420 

             ※ ファクスでの申請はご遠慮ください。 
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中小企業退職金共済制度加入補助 

１ 補助対象 

次の要件をすべて満たす事業主です。 

・市内で事業を営み、市税に滞納がないこと 。 

・勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部と新規に共済契約を結んだ事業主  

２ 補助金額 

毎月納める掛金のうち、被共済者（従業員）1 人当たり 10,000 円を限度としてその額に

100 分の 30 を乗じて得た額の合計額 

  （ただし、補助限度額は 1 事業主当たり 150,000 円） 

（例）共済掛金を 5,000 円とした場合 

被共済者数 1 年間の掛金 補助率 算出額 補助金額 

5 人 300,000 円 30％ 90,000 円 90,000 円 

8 人 480,000 円  〃 144,000 円 144,000 円 

10 人 600,000 円  〃 180,000 円 150,000 円※限度額 

 

３ 補助期間 

退職金共済制度契約を結んだ月から 1 年間 

４ 補助申請 

補助金の申請は、毎年 1 月です（該当する事業主には 1 月上旬に市から申請書類を郵送

します）。  

前年中に納めた掛金について補助金交付申請書を 1 月中旬に商工振興課へ提出していただ

きます。添付書類は退職金共済手帳や共済掛金振替結果（はがき）等ですが、別途お知らせ

します。  

 

 お問い合わせ 

    経済部 商工振興課 

    電話番号：028-632-2446  ファクス：028－632-5420 
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この制度は，がんばる中小企業を応援するために，中小企業の方が技術の 
高度化・合理化を促進する目的で設置した機械設備の一部に補助を行うものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平成２３年中に設置した設備は，平成２４年度に補助を行います。 
 
 

補助金の名称 中小企業高度化設備設置補助金 

対象地域 市内全域 

対象事業 
・業種 

市内で事業を営む製造業または特定サ－ビス業者で，
市税を滞納していない中小企業者 

補助金の 
内容・条件 

新設・増設した設備の取得額の３％を助成 
①1台（基）あたりの取得価格が 300 万円以上のもの 
②小規模事業者は取得額の４％を助成 
③助成限度額１千万円 

２３年度 
補助金の 
対象期間 

設備設置の日が平成 22 年 1 月 2 日から 
平成 23 年 1 月 1 日のもの 

２３年度 
補助金の 
申請方法 

平成 23 年 5 月 2 日から 6月 30 日（消印有効）までに 
申請書に関係書類を添えて，直接または郵送で 
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■□■交付申請に必要な書類■□■ 

申請書類 

（１）補助金交付申請書 
（２）設置した設備の平面図又は配置図 
（３）設置した設備の資産明細書 
（４）会社概要を示す書類 
 
（１）（３）（４）については所定の用紙があります。 
これらは市のホームページからも取り出せます。 
ホームページアドレス http：//www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

 

■用語の解説■ 

 

■高度化設備 

技術の高度化及び経営の合理化を促進するため自ら事業所に設置した，生産，研

究，開発又はデザインの用に供する機械設備の購入に要する経費であり，当該経

費のうち，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４号に規定する

償却資産の購入に要する設備をいう。 

 

■中小企業 

中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する者をいう。 

 

■小規模事業者 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第

５１号）第２条に規定する者をいう。 

 

■特定サービス事業 

総合リース業，産業用機械器具賃貸業，事務機器器具賃貸業，機械修理業，ソフ

トウエア業，情報処理サービス業，情報提供サービス業，広告代理業，ディスプ

レイ業，産業用設備洗浄業，非破壊検査業，デザイン業，経営コンサルタント業，

機械設計業，エンジニアリング業及び自然科学研究所に属する事業をいう。 

 

■申請手続きの流れ■ 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 ※    が申請者の手続
きになります。 

設備設置 

補助金の申請 

現地調査 
補助金の交付決定 

補助金の交付請求 

補助金の交付 

 
＜お問い合せ＞ 宇都宮市経済部商工振興課商工振興グループ 

〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１丁目１番５号 
  ＴＥＬ ０２８－６３２－２４３３ 
 ＦＡＸ ０２８－６３２－５４２０ 
Ｅ－mail u2310＠city.utsunomiya.tochigi.jp 

(H22.1.2～H23.1.1) 

(H23.5.2～6.30) 
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特許等取得促進助成制度 

対象業種  宇都宮市内の中小企業（製造業、農林業、卸売・小売業、特定サービス業） 

（注） 個人は対象外となります。  

対象の内容 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費。 

ただし、出願前に先行技術調査を行っていること。 

特許権については、審査請求を出願と同時に行う場合は、審査請求経費も対象。  

対象経費出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成費用など  

助成額経費の 2 分の 1、上限 30 万円、年度で 1 社 1 件まで  

申請時期平成 23 年 1 月 1 日以降に出願したもの 

（注）出願番号が付与された日が平成 23 年 1 月 1 日以降のもの  

 

交付申請に必要な書類 

 補助金交付申請書に、補助金の種類に応じて申請に必要な以下の書類を添付して提出し

て下さい。 

 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 

接受書類の写し 要 要 要 要 

登録認定書類の写し 不要 要 不要 不要 

先行技術調査実施を示

す書類 

要 要 要  

(意匠調査) 

要 

(商標調査) 

経費の領収証の写し 要 要 要 要 

会社概要を示す書類 要 要 要 要 

  

申請書などの様式を必要とする方は、商工振興課までご連絡いただければ郵送いたします。 

   

※特定サービス業とは 

 総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務機器器具賃貸業、機械修理業、ソフトウエア

業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備

洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング

業及び自然科学研究所に属する事業 

 

お問い合わせ 

経済部 商工振興課 電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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地域優良賃貸住宅供給促進事業 

 子育て世代，高齢者世帯及び障がい者世帯は，賃貸住宅市場において入居制限等により

適正な居住水準の住宅を確保しにくい状況となっています。このことを受け,平成 19 年 7 月施

行の「住宅セーフティネット法」に基づき，これらの世帯に対して優良な賃貸住宅の供給の拡

大を図り,居住の安定確保を推進するため，旧制度である特定優良賃貸住宅及び高齢者向

け優良賃貸住宅が再編され,平成 19 年 9 月に地域優良賃貸住宅が創設されました。 

 １ 概要 

（１）整備費助成 

民間の土地所有者等が整備する良質な賃貸住宅を本市が認定し，それに対して市と国が

整備費の一部を補助する。 

【新築】 

・ 住宅共用部分等の整備費の２/３（市 55％ 国 45％） 

  【改良】 

・ 既存住宅の改良に係る費用の２/３（市 55％ 国 45％） 

【中心市街地上乗せ補助】 

・ 中心市街地区域内で新築する場合，住戸専用面積１㎡あたり１０，０００円 

（２）入居者資格 

  下記のうち,月額所得４８万７千円以下の（高齢者世帯以外の場合，所得が１５万８千円に

満たない場合は所得上昇の見込みのある）世帯を入居対象者とする。 

・ 高齢者世帯（６０歳以上の単身者，又は高齢者と配偶者や６０歳以上の親族等が同

居） 

・ 障がい者世帯（障がい者，戦傷病者,ハンセン病療養所入所者等） 

・ 子育て世帯（１８歳未満の方と同居）など 

（３）家賃低廉化のための助成 

   地域優良賃貸住宅に,以下の対象世帯が入居する際に,市が事業者に対して家賃低廉

化のための補助を行う。また，国は市に対し負担分の一部の補助を行う。 

 [対象世帯] 

  月額所得２１万４千円以下で、次に該当する世帯 

・ 高齢者世帯 

・ 障がい者世帯 

・ 小学校卒業前の子供がいる世帯 など 

お問い合わせ  建設部住宅課  

電話番号：０２８－６３２－２７３５ ファクス：０２８－６３９－０６１４ 
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宇都宮市販路開拓支援事業補助金 

宇都宮市では市内の産業に関する協同組合等の団体が、新たな販路や取引先、事業提

携先等の開拓のために、県外で開催される一定以上の規模の展示会等に、製品等を出

展する事業に要した経費の一部助成を行います。 

助成の対象者 

市内に主たる事務所を有する２者以上の企業等で、共通する目的のために構成される協

同組合等の団体 

助成の対象事業 

展示会、見本市、商談会等で、物産展など販売を主目的としないものへの出展等 

補助の内容 

補助対象経費 

出展料、展示装飾費等 

限度額  

補助対象経費の２分の１以内の額とし、１事業につき３０万円を限度 

募集期間 

随時、相談・受付 

 

お問い合わせ 

経済部 産業政策課 産業育成グループ 

電話番号:028-632-2443 ファクス:028-632-2447 
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宇都宮市中小企業者向け融資制度 

中小企業者の信用を補完し、低利で有利な融資を受けられるよう融資制度を設け、経

営の安定化と産業の振興を図ることを目的としています。 

制度のしくみ 

１ 宇都宮市、取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の三者の相互協力により成り立っ

ています。  

２ 宇都宮市は協調融資の原資となる資金を取扱金融機関に預金し、取扱金融機関はこ

れに自己資金を加え、宇都宮市が設けた条件で融資を実行します。この場合に、中小

企業者の負担を軽減するため、取扱金融機関との協力のもと、低利なものにしていま

す。  

３ 栃木県信用保証協会の保証を付けて信用力を補完します。保証が付くことで、融資の

実行が容易になり、債務が保証されるため、保証人は原則不要（法人は代表者 1 名）で

す。  

中小企業者の範囲 

中小企業者とは、企業規模(資本金・従業員のどちらか)が、下表の範囲内にある個人及び

会社です。 

業種 

 

企業 

規模 

製造・建設

運輸業 

その他 

卸売業 小売業 

サービス業 

(ｿﾌﾄｳｪｱ業・情

報処理ｻｰﾋﾞｽ

業) 

旅館業 

資本金 3 億円以下 1 億円以下 5,000 万円以下 
5,000 万円以下 

(3 億円以下) 
5,000 万円以下

従業員数 300 人以下 100 人以下 50 人以下 
100 人以下 

(300 人以下) 
200 人以下 

融資までの流れ 

事業資金（季節経営安定資金・緊急企業支援資金を除く） 

申込人⇒金融機関（資力・信用力調査）⇒融資振興会（資格審査）⇒金融機関（保証依

頼）⇒保証協会（保証承諾）⇒金融機関（融資実行）⇒申込人  

季節経営安定資金、緊急企業支援資金 

申込人⇒金融機関（資力・信用力等調査、保証依頼）⇒保証協会（保証承諾）⇒金融機

関（融資実行）⇒申込人 

※ セーフティーネットを利用する場合の保証料率は，0.8％になります。 

※ 土地購入資金は市制度融資の対象となりません。 

※ 信用保証料率は、栃木県信用保証協会の審査により決定されます。 

＜ 融  資 ＞ 
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融資 中小企業設備資金 

資金の使途  設備資金（機械・設備の設置、店舗等の新増改築など）  

融資対象者  市内に事業所を有し、引き続き 1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登記を、個人にあ

っては市内での住民登録を行っていること。  

融資条件  (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。  

融資限度額 年度間 3,000 万円（協同組合等は 1 億円）  

融資期間  15 年以内  

融資利率  5 年以内 年利 1.8％ 

10 年以内 年利 2.0％ 

15 年以内 年利 2.3％  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  原則として 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 見積書の写し 

(4) カタログ又は平面図の写し 

(5) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、 

建築確認通知書の写し  

信用保証料補助 申込金額が 1,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があり

ます。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。 

・補助の限度：年度内 1 回限りの補助  

 
お問い合わせ  

経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 小規模企業支援資金 

資金の使途 設備資金（土地購入に係る部分を除く。）及び運転資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる小規模企業

者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を

行っていること。  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。  

融資限度額 1 企業 1,250 万円（保証付融資残高と合算したもの）  

融資期間  設備資金 10 年以内 運転資金 5 年以内  

融資利率  5 年以内 年利 1.8％ 

10 年以内 年利 2.0％  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.8％以内）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  原則として 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 

（設備資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 見積書の写し 

(4) カタログ又は平面図の写し 

(5) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

（運転資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し  

信用保証料補助 申込金額が 1,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があり

ます。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。 

 

補助の限度  回数による制限はない。申込みの都度補助  

 
お問い合わせ 

経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 中小企業運転資金 

資金の使途 運転資金（原材料・商品仕入など）  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行って

いること。  

融資条件  (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。  

融資限度額 1 回 1,000 万円  

融資期間  5 年以内  

融資利率  年利 1.8％  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  原則として 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 （1） 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し  

信用保証料補助  信用保証料の補助制度があります。保証料の補助を受けるときは、補助

申請書の提出をしてください。 

補助の限度：回数による制限はない。申込みの都度補助  

 

お問い合わせ 

経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 緊急景気対策特別資金（不況関連） 

資金の使途 運転資金（原材料・商品仕入など）  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行

っていること。  

資格要件  (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

(3) 融資の申込前最近 3 月間又は 6 月間における月平均売上高、月平均販売

数量、月平均売上総利益率又は月平均営業利益率が、前々年又は前年同

期における月平均売上高、月平均販売数量、月平均売上総利益率又は月

平均営業利益率の 3％に相当する額以上減少していること。  

融資限度額   1 企業 年度間 3,000 万円  

融資期間    7 年以内  

融資利率    5 年以内 年利 1.4％ 

7 年以内 年利 1.5％  

信用保証    栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人     原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法    1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 営業状況調書  

信用保証料補助  申込金額が 1,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があ

ります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてくださ

い。 

補助の限度  回数による制限はない。申込みの都度補助  

 

お問い合わせ 

経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 緊急景気対策特別資金（災害関連） 

資金の使途 事業再建に必要な運転資金及び設備資金（設備資金については、補修しようと

する設備が市内にある場合を融資対象とする） 

融資対象者 市内に事業所を有し、東北地方太平洋沖地震により直接被災した中小企業者

で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行

っていること。  

融資条件   (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 市町村の発行する罹災証明書を添付すること。 

(3) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

融資限度額 1 企業 年度間 3,000 万円 

（既存の緊急景気対策特別資金の融資限度額とは別枠） 

融資期間  １０年以内  

融資利率  ７年以内 年利 1.4％ 

        １０年以内 年利 1.5％ 

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 0.7％ 災害保証を適用とする資金）  

を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類  

（設備資金）  (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 見積書の写し 

(4) カタログ又は平面図の写し 

(5) 罹災証明書 

（運転資金）  (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 罹災証明書 

信用保証料補助  申込金額が 1,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があ

ります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてくださ

い。 

補助の限度    回数による制限はない。申込みの都度補助  

お問い合わせ 

       経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 緊急景気対策特別資金（金融関連） 

資金の使途 運転資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行

っていること。  

融資条件  (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

(3) 取引金融機関が特別危機管理開始の決定を受け、経営の健全化を図って

いること、その他取引金融機関の事情により、事業資金の円滑な調達が

困難になっていること。  

融資限度額 1 企業 3,000 万円（不況関連と併せて）  

融資期間  7 年以内  

融資利率  年利 3.2％を限度として、中小企業者と金融機関が協議して定める固定利率  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内、セ－フティーネットを活用し

た場合は 0.8％）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 緊急景気対策特別資金申込確認書 

(4) セーフティーネット 6 号または７号（中小企業信用保険法第 2 条第 4

項第 6 号または第 7 号）の認定書  

信用保証料補助  申込金額が 1,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があ

ります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてくださ

い。 

 

補助の限度    回数による制限はない。申込みの都度補助  

 

お問い合わせ 

       経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 緊急企業支援資金 

資金の使途 運転資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業

者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録

を行っていること。  

資格要件  (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

      【不況業種関連】 不況業種に係るセーフティーネット（中小企業信用保険法第 2

条第 4 項第 5 号）認定が受けられること。  

融資限度額 1 企業 1,000 万円 

融資期間 (1) 割賦償還 3 年以内 

(2) 期日一括償還 6 月以内  

融資利率 年利 1.8％  

信用保証 栃木県信用保証協会の保証（保証料率 0.8％）を付すこと。  

保証人  原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法 (1) 割賦償還 （6 月以内の据置後） 

(2) 期日一括償還 （据置期間はなし）  

期日一括償還【期日一括償還の場合の利用条件 】 

(1) 期日厳守を徹底すること。 

(2) 返済原資を明確にすること。 

(3) 期日に一括償還できなかったときは、当該債務をその融資日を始期とする 3

年以内の割賦償還債務に切り替え、期日一括償還への借換えは、認めな

いこと。 

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する足利銀行、栃木銀行、みずほ銀行 

烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、栃木信用金庫 

（信用保証依頼は融資振興会を通さず、金融機関がプロパー用紙で保証協会に直接申し

込むこととなります。）  

申込書の添付書類 (1) 市税完納証明書 

(2) 最近 1 期分の決算書 

【不況業種関連】 不況業種に係るセーフティーネット認定書  

信用保証料補助 信用保証料の補助は行っていない。  

お問い合わせ 経済部 商工振興課 電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 街づくり活性化創業資金（一般創業資金） 

資金の使途 設備資金（土地購入に係る部分を除く。）及び運転資金  

融資対象者【事業転換又は新事業開始】次の(1)又は(2)に該当 

(1) 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、

法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っている

こと。 

(2) 現在の事業を転換し、又はその事業のほかに新たに別の事業を開始しようとして

いること。 

【事業を開始してから 1 年未満】 

    市内に事業所を有し、新たに事業を開始してから 1 年未満の中小企業者で、法人にあっ

てはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。 

【同一業種】 

     市内に 1 年以上居住し、同一業種の企業に 5 年以上勤務し、退職後 1 年を経過してい

ないものであって、これから営もうとする事業がその業種における技術又は経験に

関連しているもの 

【法律に定める資格】 

     市内に 1 年以上居住し、法律に定める資格を有し、これから営もうとする事業がその資

格に関連しているもの  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。  

融資限度額 1 企業 設備資金 1,000 万円（所要経費の 80％以内） 

運転資金 500 万円、設備資金と運転資金との併用は 1,000 万円  

融資期間  設備資金 7 年以内 運転資金 5 年以内  

融資利率  5 年以内 年利 1.8％ 

7 年以内 年利 1.9％  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 次頁参照  

信用保証料補助 信用保証料の補助制度があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請

書の提出をしてください。 

補助の限度  年度内 1 回限りの補助  
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申込書の添付書類 

【事業転換又は新事業開始】 

（設備資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 新規事業計画書の正本 

(4) 取扱金融機関の所見 

(5) 法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明書 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

(7) 見積書の写し 

(8) カタログ又は平面図の写し 

(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

 

 

（運転資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 新規事業計画書の正本 

(4) 取扱金融機関の所見 

(5) 法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明書 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

 

 

【事業を開始してから 1 年未満】 

（設備資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 新規事業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明書（原本） 

(5) 事業着手を証明できる書類（事業用建物の賃貸借契約書、商品発注書等）の写し 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

(7) 見積書の写し 

(８) カタログ又は平面図の写し 

(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 
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（運転資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 新規事業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明書（原本） 

(5) 事業着手を証明できる書類の写し 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

 

 

【同一業種】 

（設備資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 新規事業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明

書（原本）を提出すること。 

(5) 5 年以上の同一業種への勤務歴が記載された雇用証明書 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

(7) 見積書の写し 

(8) カタログ又は平面図の写し 

(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

 

 

（運転資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 新規事業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明

書（原本）を提出すること。 

(5) 5 年以上の同一業種への勤務歴が記載された雇用証明書 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 
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【法律に定める資格】 

（設備資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 新規事業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明

書（原本）を提出すること。 

(5) 法律に定める資格の証書の写し 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

(7) 見積書の写し 

(8) カタログ又は平面図の写し 

(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

 

 

（運転資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 新規事業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証明

書（原本）を提出すること。 

(5) 法律に定める資格の証書の写し 

(6) 業種に許認可等を要する場合はその許認可等の証書の写し 

 

 

お問い合わせ 

経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 街づくり活性化創業資金（新事業創出資金） 

資金の使途 設備資金（土地購入に係る部分を除く。）及び運転資金  

融資対象者【個人創業】次の(1),(2)を全て満たしていること。 

(1) 市内に住所を有する事業を営んでいない個人で、融資を受けようとする額の

3 分の 1 以上の自己資金を有すること。 

(2) 融資実行後 1 ヶ月以内に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有する

こと。 

【法人創業】次の(1),(2)を全て満たしていること。 

(1) 市内に住所を有する事業を営んでいない個人で、融資を受けようとする額の

3 分の 1 以上の自己資金を有すること。 

(2) 融資実行後 2ヶ月以内に市内で新たに中小企業者である法人を設立し、事業

を開始する具体的計画を有すること。 

【分社】次の(1),(2)を全て満たしていること。 

(1) 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っ

ていること。 

(2) 事業を継続しながら、新たな事業を営むために新たな法人を設立しようとして

おり、その具体的計画を有すること。  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。  

融資限度額 1 企業 設備資金 1,000 万円（設備資金は所要経費の 80％以内） 

運転資金 1,000 万円，設備資金と運転資金の併用は 1,000 万円  

融資期間 設備資金 7 年以内 運転資金 5 年以内  

融資利率 5 年以内 年利 1.8％ 

7 年以内 年利 1.9％  

信用保証 栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人  原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 

【個人創業又は法人創業】  

（設備資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 創業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証

明書（原本）を提出すること。 
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(5) 自己資金を証明する残高証明書等の書類の写し 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

(7) 見積書の写し 

(8) カタログ又は平面図の写し 

(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

 

（運転資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 創業計画書の正本 

(3) 取扱金融機関の所見 

(4) 開業後、法人にあっては商業登記簿登記事項証明書、個人にあっては営業（所在地）証

明書（原本）を提出すること。 

(5) 自己資金を証明する残高証明書等の書類の写し 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

 

【分社】 

（設備資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 創業計画書の正本 

(4) 取扱金融機関の所見 

(5) 商業登記簿登記事項証明書 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し 

(7) 見積書の写し 

(8) カタログ又は平面図の写し 

(9) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

 

（運転資金） 

(1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 創業計画書の正本 

(4) 取扱金融機関の所見 

(5) 商業登記簿登記事項証明書 

(6) 業種に許認可等を要する場合は、その許認可等の証書の写し  

信用保証料補助 信用保証料の補助制度があります。保証料の補助を受けるときは、補助

申請書の提出をしてください。 

補助の限度  年度内 1 回限りの補助  

お問い合わせ 経済部 商工振興課 電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 季節経営安定資金 

資金の使途 夏季または年末年始において、原材料、商品仕入などに必要な資金  

融資対象者 市内に住所及び事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営む中小企業

者で、返済能力の確実な方  

限度額 1 企業あたり 1,000 万円  

利率 年利（保証付） 1.3％（信用保証料率 1.9％以内） 

年利（保証付なし） 1.7％  

融資期間夏季 

   融資期間：6 月 1 日から 10 月 31 日まで 

   申込期間：5 月 20 日から７月 29 日まで 

年末年始 

   融資期間：11 月 1 日から 5 月 31 日まで 

   申込期間：10 月 20 日から 12 月 30 日まで 

返済方法 月賦または期日一括返済  

保証人 原則不要（法人は代表者 1 名）  

申込窓口等 足利銀行、栃木銀行、みずほ銀行、群馬銀行 

烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、栃木信用金庫  

添付書類  市税完納証明書、最近 1 期分の決算書  

 

お問い合わせ 

経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 環境保全対策資金 

資金の使途 公害防止施設の設置に必要な資金又は環境を保全する事業に必要な資金（低

公害車の購入、ISO14001 の認証取得、再生資源の利用促進に必要な施設の

整備等）の設備資金及び運転資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登記を、個人にあ

っては市内での住民登録を行っていること。  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

(3) 環境保全対策資金に係る市長の事業認定をあらかじめ受けること。  

（事前に商工振興課へご相談ください。） 

融資限度額 1 企業・団体あたり 

     設備資金 2,000 万円 運転資金 1,000 万円  

融資期間 設備資金 10 年以内 運転資金 7 年以内  

融資利率年利 1.5％  

信用保証 栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人  原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込 窓口市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 

（設備資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 環境保全対策資金の認定書 

(4) 見積書の写し 

(5) カタログ又は平面図の写し 

(6) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

 

（運転資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 環境保全対策資金の認定書  

 

信用保証料補助 信用保証料の補助は行っていない。  

 
お問い合わせ  経済部 商工振興課 

電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 省エネルギー施設等導入における金融上の助成措置 

1. 融資 環境保全対策資金 

資金の使い道 公害防止施設の設置,環境への負荷を低減させる設備の整備,環境保全 

融資限度   １企業・１団体 設備資金２，０００万円，運転資金１，０００万円 

融資利率   １．５０％ 

融資期間   設備資金１０年以内，運転資金７年以内 

  

 ※ 詳細につきましては３０ページをご覧ください。 

 

２ 参 考 

【栃木県融資制度】 環境保全資金 

 栃木県では，公害防止施設等の設置や環境保全に資する事業に取り組む中小企業の皆さんを，長

期・低利の資金融資により応援しています。 

 ※ 原則として，生産設備（利益を生じる設備）は対象となりません。 

  

融資限度   所要経費の９０％以内 

(1) 公害防止施設の設置又は改善その他公害防止に資する事業 

 １００万円以上１億円以下 

        (2) 公害防止のための向上又は事業場の移転の事業 

          ２００万円以上１億５千万円以下 

融資利率   １．６０％ 

       ※ 融資利率は金融情勢により変更になることがありますので，必ず事前にご相談くだ

さい。 

融資期間   (1) 融資額が１，０００万円以上の場合 

         １０年以内（うち元金の措置期間は２年以内 

       (2) 融資額が１，０００万円未満の場合 

         ７年以内（うち元金の措置期間は１年以内） 

       ※ 返済方法は元金均等月賦方式 

その他    資金の利用にあたっては，いくつかの要件を満たすことが必要なため，栃木県公式

ホームページなどで，詳細内容をご確認ください。 

 

 問い合わせ先 

 栃木県 環境保全課 ℡ ６２３－３１８８ 

 

 

【地球温暖化対策アドバイザー】 

栃木県では，県内事業者の省エネルギー活動を支援するため，専門家を派遣し省エネルギー

対策などのアドバイスを行います。（派遣費用は無料です。） 

   

 問い合わせ・申し込み先 

 栃木県 地球温暖化対策課 ℡ ６２３－３１８７ 
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融資 中小企業商工振興資金（商工振興資金） 

資金の使途 経営の改善を行うための資金、経営の安定化を図るための資金（受取手形の

不渡りにより、債権回収が困難である場合等）、販売を促進するための資金

（ISO9001 の認証取得等）等の設備資金（土地購入に係る部分を除く。）及び運

転資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登記を、個人にあ

っては市内での住民登録を行っていること。  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

(3) 商工振興資金に係る市長の事業認定をあらかじめ受けること。  

（事前に商工振興課へご相談ください。） 

融資限度額 1 企業 設備資金 2,000 万円 運転資金 1,000 万円 

1 団体 設備資金 1 億円 運転資金 1 億円  

融資期間  設備資金 10 年以内 運転資金 7 年以内  

融資利率  年利 1.5％  

信用保証 栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人  原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 

（設備資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 商工振興資金の認定書 

(4) 見積書の写し 

(5) カタログ又は平面図の写し 

(6) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

（運転資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 商工振興資金の認定書  

信用保証料補助 申込金額が 2,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があり

ます。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。 

補助の限度  回数による制限はない。申込みの都度補助  

 

お問い合わせ  経済部 商工振興課   電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 中小企業商工振興資金（商業流通近代化資金） 

資金の使途 商店街等の団体による街路灯、イベント広場、情報化システム等の施設整備

資金、中小企業者による市の商業流通近代化施策に係る店舗の新設若しくは増

改築に係る資金又は商店街若しくは中小企業者による駐車場整備資金の設備

資金（土地購入に係る部分を除く。）及びそれに伴う場合の運転資金  

融資対象者 都心環状線内の区域に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んで

いる中小企業者又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登

記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

(3) 商業流通近代化資金に係る市長の事業認定をあらかじめ受けること。  

（事前に商工振興課へご相談ください。） 

融資限度額 1 企業 設備資金 5,000 万円（所要経費の 80％以内） 

          運転資金 1,000 万円（設備資金に伴う場合に限る。） 

1 団体 設備資金 1 億円（所要経費の 80％以内） 

          運転資金 1 億円（設備資金に伴う場合に限る。）  

融資期間  設備資金 10 年以内 運転資金 7 年以内  

融資利率  年利 1.5％  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 

（設備資金）(1) 申込人及び保証人の固定資産評価証明書の写し 

(2) 市税完納証明書（原本） 

(3) 最近 2 期分の決算書の写し 

(4) 商業流通近代化資金の認定書 

(5) 見積書の写し 

(6) カタログ又は平面図の写し 

(7) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

（運転資金）(1) 申込人及び保証人の固定資産評価証明書の写し 

(2) 市税完納証明書（原本） 

(3) 最近 2 期分の決算書の写し 

(4) 商業流通近代化資金の認定書  

信用保証料補助 申込金額が 2,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があり

ます。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。 

補助の限度  回数による制限はない。申込みの都度補助  

お問い合わせ 経済部 商工振興課 電話番号：028-632-2433 ファクス：028-632-5420 
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融資 中小企業商工振興資金（大谷地区活性化資金） 

資金の使途 大谷地区における地域振興若しくは地域活性化事業又は安全対策事業に係る

資金の設備資金（土地購入に係る部分を除く。）及びそれに伴う場合の運転資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登記を、個人にあ

っては市内での住民登録を行っていること。  

資格要件 (1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。 

(3) 大谷地区活性化資金に係る市長の事業認定をあらかじめ受けること。  

（事前に商工振興課へご相談ください。） 

融資限度額 1 企 設備資金 5,000 万円（所要経費の 80％以内） 

         運転資金 1,000 万円（設備資金に伴う場合に限る。） 

1 団体 設備資金 1 億円（所要経費の 80％以内）  

融資期間  設備資金 10 年以内 運転資金 7 年以内  

融資利率  年利 1.5％  

信用保証  栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6％以内）を付すこと。  

保証人   原則不要（法人は代表者 1 名）  

返済方法  1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込窓口 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫  

申込書の添付書類 

（設備資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 大谷地区活性化資金の認定書 

(4) 見積書の写し 

(5) カタログ又は平面図の写し 

(6) 店舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

（運転資金） (1) 市税完納証明書（原本） 

(2) 最近 1 期分の決算書の写し 

(3) 大谷地区活性化資金の認定書  

信用保証料補助 申込金額が 2,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があり

ます。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。 

補助の限度 回数による制限はない。申込みの都度補助  

お問い合わせ 経済部 商工振興課 電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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融資 まちづくり貢献企業支援資金 

資金の使途 ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動が市民福祉の増進に寄与すると認める場合に、

その企業の経営を継続するための運転資金および設備資金  

融資対象者 市内に事業所を有し、引き続き 1 年以上現在の事業を営んでいる中小企業者

または中小企業者の協同組合などで、法人の場合はその商標登録を、個人の

場合は市内に住民登録を行っていること  

融資要件 （1）市税を滞納していないこと。 

（2）経営が健全で、返済能力が確実であること。 

（3）宇都宮まちづくり貢献企業の認証を受けた者  

融資限度額 1 企業または 1 組合などにつき 

設備資金 2,000 万円，運転資金 1,000 万円  

融資期間 設備資金 10 年以内 運転資金 7 年以内  

融資利率 年利 1.5%  

信用保証 栃木県信用保証協会の保証（保証料率 1.6%以内）を付けること  

保証人  原則不要（法人は代表者 1 人）  

返済方法 1 年以内の据置後月賦返済  

融資の申込み窓口 市内に本店または支店がある銀行、信用金庫または商工組合中央金

庫  

申込書の添付書類 

（設備資金）（1）市税完納証明書（原本） 

（2）最 1 期分の決算書の写し 

（3）宇都宮まちづくり貢献企業認定書の写し 

（4）見積書の写し 

（5）カタログ又は平面図の写し 

（6）本舗の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認通知書の写し 

（運転資金）（1）市税完納証明書（原本） 

（2）最近 1 期分の決算書の写し 

（3）宇都宮まちづくり貢献企業認定書の写し 

 

信用保証料補助 申込金額が 2,000 万円以内の資金については、信用保証料の補助があり

ます。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください 

補助の限度  回数による制限はありません。申し込みの都度補助します  

 

お問い合わせ 経済部 商工振興課 電話番号：028-632-2434 ファクス：028-632-5420 
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宇都宮まちづくり貢献企業認証制度のご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

《宇都宮まちづくり貢献企業》 

この制度は，「人づくり」「まちづくり」「環境」などのＣＳＲ（企業の社会的責任）活動を 

宇都宮市のまちづくりの重要な仕組みと位置づけ，活動に取り組む企業を，「宇都宮まちづくり 

貢献企業」として認証し，様々な分野での活動を支援・推奨することによって，企業・市民・ 

行政の協働のまちづくりを行っていくことを目的とした制度です。 

 
 
《募集期間》 

《募集概要》 

■対象企業 

 次のいずれにも該当する企業（会社，組合又は青色申告事業者）が対象です。 

 ただし，社会貢献を主な目的とする事業所や社会福祉法人等は除きます。 

 ①市内に本社・事業所があること（事業所単位での申込みも可能です。） 

 ②市内で１年以上継続して事業を営んでいること（資本金・従業員数等での制限はありません。） 

 ③市税を滞納していないこと。 

 

■申込み方法 

 募集期間内に，次の書類を持参，郵送で提出してください。 

 （提出書類）①宇都宮まちづくり貢献企業認証応募申込書 

       ②企業概要書・訪問日程調整表 

       ③法令順守宣誓書 

④「ＣＳＲ活動 考え方・方針について」 

       ⑤宇都宮まちづくり貢献企業認証内容及び証明書類 

《｢宇都宮まちづくり貢献企業｣認証項目(例示)参照》 

      （様式は，宇都宮市ホームページ，またはＣＳＲホームページからダウンロードできます。） 

 ※⑤宇都宮まちづくり貢献企業認証内容のみ，データを事務局宛Ｅメールでご送付ください。 

   証明書類のみ，写しを５部事務局宛ご提出ください。原本は必要ありません。 

    ご提出いただきました資料につきましては，適切に管理させていただきます。 

２３年度 

■書類提出先 

 宇都宮まちづくり貢献企業認証委員会事務局（宇都宮市役所 商工振興課 商工振興グループ内） 

 〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 Ｅメール u2310@city.utsunomiya.tochigi.jp 

Tel ０２８－６３２－２４３４   fax ０２８－６３２－５４２０  

 

毎年 7 月上旬から 8 月上旬までの約一ヶ月間を募集期間 

※詳細については，市ホームページに掲載予定 

（２）宇都宮まちづくり貢献企業認証制度について知りたい方へ 
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■認証期間 

 認証日から５年間有効です。（更新する場合は，５年ごとに審査を受けることとなります。） 

 認証期間中に１回以上，認証委員が取り組み状況についてご確認に伺います。 

「本制度への信頼を損なう行為があったとき」「認証要件に適合しなくなったとき」等には認証を  

取消す場合があります。 

 

■認証企業への主な支援 

 ①認証書・マークの付与          

 ②ＣＳＲホームページ等による認証企業の広報 

 ③低利融資制度「まちづくり貢献企業支援資金」 

 ④入札優遇制度「建設工事に係る総合評価落札方式」における技術評価に加点 

 ⑤入札参加資格審査項目に追加  ※平成２３・２４年度分～ 

《認証企業》 

広報支援 

低利融資 入札優遇 

《認証ロゴマーク》 

《問い合わせ先》 

■宇都宮まちづくり貢献企業認証委員会事務局 

（宇都宮市役所 商工振興課 商工振興グループ内） 

 〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 Ｅメール u2310@city.utsunomiya.tochigi.jp 

 ℡ ０２８－６３２－２４３４ fax ０２８－６３２－５４２０ 

市ホームページ    http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ ホーム＞産業＞ＣＳＲ 

ＣＳＲホームページ  https://www.csr-utsunomiya.net/ 

 ※こちらのページから申込書などの様式をダウンロードできます。 

■認証にかかる費用 

 企業の費用負担はありません。 
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≪うつのみやアグリネットワーク≫ 

アグリビジネス創出促進事業 募集のご案内 

 
 
 
 
 
 

１．対象者 

うつのみやアグリネットワーク会員で，農業者・農業団体と製造・流通・販売などの商

工業者が連携したプロジェクトチーム 

※うつのみやアグリネットワークにはいつでも無料で入会できます。 

２．対象事業及び経費 

うつのみや産の農産物などの農資源を核として新しい商品やサービスの創出に係る事

業で，将来，宇都宮市の産業振興に寄与するものを対象とします。 

▽新商品・新サービスの調査分析及び開発・市場開拓に必要な経費 

 

 

▽試作品の製造等に必要な器具類購入の経費 

※既に事業化・実用化されている事業は対象外となります。 

３．補助率及び補助上限額 

▽補助対象経費の２／３以内 

ただし，器具類の購入は経費の３／１０以内で，上限が１５万円です。 

▽１件あたり５０万円 

ただし，梨・トマト・いちごの重点作物を活用する場合は１００万円です。 

４．募集期間（予定）  

４月１日から４月２２日まで 

 

■ お問合せ■ 

うつのみやアグリネットワーク運営委員会事務局 

（宇都宮市経済部農業振興課内）℡６３２－２８４３ 

事業化に向けて必要な調査，実証，検討，研修，市場調査，専門家への
相談，試作品の製造等に必要な経費 

宇都宮市では，農産物の需要拡大と産業の振興を図るため，地域の農林産業と

食品産業など様々な産業間の連携を促進し，新たな商品づくりや地域ブランドづ

くりを目指す，うつのみやアグリネットワーク事業を進めています。この中で，

アグリビジネスの事業化に必要な経費の一部を助成する「アグリビジネス創出促

進事業」を実施しています。 

（３）宇都宮産の農作物などの農資源を活用した新商品・新サービスの 

創出をお考えの方へ
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ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは 

 １ 今なぜ わたしたちにワーク・ライフ・バランスが必要なの？ 

わたしたちの生活を振り返ってみると，長時間労働の仕事中心の生活により，健康を害し

かねない状況や，子育てや親の介護などとの両立が難しい現実があります。  

人々は「もっと家族との時間を大切にしたい」とか「子どもを生んでも仕事を続けたい」など，

様々な希望を持っていますが，現実には，多くの男性は仕事優先となり，また，女性は家事

や育児の責任が重い状況にあり，自分の人生を希望どおりのバランスで実現できない状況

にあります。  

このような問題を解消し，男性も女性も，人生の各段階において様々な活動を自分の希望

するバランスで展開できるよう，特に「ワーク（働き方）」を見直すことが必要になっています。  

「ワーク（働き方）」を見直して，仕事の効率が上がれば，個人にとっては時間に余裕を得る

ことができ，「ライフ（生活）」が充実します。仕事と仕事以外の生活の好循環を生む社会の実

現が必要となっています。  

 

２ ワーク･ライフ･バランスは社会にとっても必要なことです。 

仕事と生活の両方を大事にすることは，社会や事業者にとっても，とても重要なことです。  

今，社会においては，急速な少子高齢化，人口減少時代の到来により，労働力人口が減

少する中で，企業における人材の確保が切実な問題となっており，優秀な人材の確保や定着，

生産性の向上を図るためには，男性も女性も，そしてあらゆる世代にとって働きやすい就業

環境を整えることが急務となっています。  

個々の事業者や組織にとって，将来の成長・発展につながる「明日への投資」となることか

ら，ワーク・ライフ・バランスの実現は必要不可欠なことと言えます。  

将来にわたり，持続的発展が可能な社会を目指して，ワーク・ライフ・バランスの推進に社

会全体で取り組んでいく必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）勤労者の生活の安定のために 
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３ ワーク・ライフ・バランスに取り組むメリットは？ 

ワーク・ライフ・バランスに取り組むことにより，事業者や従業員，従業員の家庭にもメリット

が生まれます。ワーク・ライフ・バランスは，個人にとっての「仕事」と「生活」の好循環だけでな

く，社会全体の好循環につながります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 企業向けワーク・ライフ・バランス事業 

企業における働きやすい職場づくりを支援するため，以下の事業に取組んでいます。 

 

・企業向けセミナー・出前講座の実施，ガイドブックの配布 

   企業でのワーク・ライフ・バランスの取組を支援するため，セミナーや出前講座を実施する

とともに，ワーク・ライフ・バランス実践ガイドブックを配布します。 

・男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」 

  働きやすい職場づくりに積極的に取組んでいる市内事業者を表彰し，その取組を広く 

市民に周知します。 

 

 

 

事業主のみなさんも，ワーク・ライフ・バランスについて考えてみませんか？  

 

 お問い合わせ  市民生活部男女共同参画課  

電話番号：028－632-2346 ファクス：028－632-2347 

     事 業 者 
 ・優秀な人材の確保・定着 
・従業員の心身の健康保持 

 ・従業員のやる気が高まる 
 ・職場の活力向上 
 ・企業のイメージＵＰ

     従 業 員 
・心身のリフレッシュ 
・勤労意欲や創造性の向上 
・仕事の充実 
 

     家  庭 
 ・家族で過ごす時間の充実

 ・子育ての充実 
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職場における健康管理について 

社会で働く人にとって「健康な体で働けるように健康管理を行う」ことは大切です。宇都宮市では健康づくり計

画「健康うつのみや 21」に基づいて，次のような事業を実施していますので，ぜひご利用ください。 

 １ 健康診査について 

市民のみなさんの健康を守るために健康診査を実施しています。会社などで健診を受診する機会のない方

は，年に一度、健康診査で自分の健康状態をチェックしましょう。健診の種類は下記の表をご覧ください。 

集団健診の日程や会場は「健康づくりのしおり」，「広報うつのみや」または「市ホームページ」でご確認くださ

い。個別健診の受診できる医療機関も「健康づくりのしおり」や「市ホームページ」に掲載されております。なお，

いわゆる「メタボ健診」，特定健康診査については，ご加入の医療保険者（健康保険証の発行元）にお尋ねくだ

さい。                   

 

※ 集団健診：保健センターや地区市民センター等を会場に行う健診で，日時や会場を健康増進課に予約します。 

※ 個別健診：市内の病院・医療機関で個別に申し込んで受診する健診です。 

 

 

料  金 健診の種類 

 

内  容 

 個 別 集 団 

受診できる人 

心電図検査  900 円 180 円 40 歳以上 

貧血検査 血液検査 1,000 円 20 円 40 歳以上 

眼底検査 眼底の血管撮影  80 円 40 歳以上 

胃部Ｘ線撮影 3,200 円 810 円 

胃がん検診 
胃部内視鏡 3,200 円  

40 歳以上 

個別健診は X 線撮影または内視鏡のいず

れかを選択できます。 

胸部Ｘ線撮影 1,000 円 420 円 40 歳以上  

肺がん検診 

 
Ｘ線+喀痰検査 1,700 円 950 円 

50 歳以上で喫煙指数 600 以上または 40 歳

以上で 6 か月以内に血痰のあった人のみ。

大腸がん検診 便潜血反応検査 850 円 340 円 40 歳以上 

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査  780 円 40 歳以上の女性（隔年） 
乳がん検診 

視触診 650 円 400 円 30 歳代の女性ほか 

頸部細胞診 1,350 円 730 円 20 歳以上の女性 

子宮がん検診 

頸部+体部細胞診 2,600 円  
6 か月以内に不正性器出血,月経異常,褐色

帯下の症状があった人が受診できます。 

前立腺がん検診 血液検査 1,250 円 360 円 50 歳以上の男性 

肝炎ウィルス検診 

血液検査 
（B 型・C 型肝炎ウイ

ルス） 
800 円 290 円 

40 歳以上で過去に受けたことのない人， 

または職場等で受ける予定のない人 

骨粗しょう症検診 超音波検査  450 円 満 40･45･50･55･60･65･70 歳の女性 

歯科健診 

歯周病，むし歯 
その他口腔内検査，

歯みがき指導 
1,000 円 1,000 円 満 40･45･50･55･60･65･70 歳 

○問  保健所健康増進課 TEL ６２６－１１２９ 
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 ２ 成人に関する保健事業について 

健康づくりに役立つ各種事業を行っています。詳しい内容や日程は「広報うつのみや」でお知らせしま

す。 

＊保健と福祉の総合相談 

市役所１階総合相談   TEL６３２－２９４１，上河内地域自治センター TEL６７４－３１３３ 

河内地域自治センター TEL６７１－３２０６，平石地区市民センター   TEL６６１－２６６７ 

富屋地区市民センター TEL６６５－３６９８，姿川地区市民センター   TEL６４５－４５３５ 

 

 

事 業 名 内 容・実 施 日・場 所 な ど 問 い 合 わ せ 先 

健康や生活習慣病

の講座 

日常における生活習慣の改善や健康の保持を図るため

各種講座を実施します。平日働いていても参加しやすいよ

う，土・日曜日開催の講座もあります。 

「広報うつのみや」でお知らせします。 

糖尿病食事療法 

教室 
栄養士による糖尿病食についての教室を行います。 「広報うつのみや」でお知らせします。

血圧計貸出 
血圧の自己管理ができるよう，無料で血圧計をお貸ししま

す。貸出期間は２週間です。 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

歯科健康相談 

歯科医師による入れ歯

や歯周病等,歯に関する

相談，歯科衛生士による

ブラッシングに関する相

談を予約制で行います。

日程については「広報うつのみ

や」でお知らせします。 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

月～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

保健所健康増進課 TEL ６２６－１１２６

上河内保健センターTEL ６７４－８７８７

河内保健センター  TEL ６７３－６３３７

保健と福祉の総合相談(下記参照) 
健康相談 

健診結果の見方や生活

習慣病の予防などに関

する相談を，電話または

面接により，保健師が個

別にお受けします。 

水曜日・祝日等の 

休館日を除く毎日 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

月～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

保健所健康増進課 

TEL ６２６－１１２６ 

栄養相談 

食事の悩みや不安など

栄養に関する相談を，電

話または面接により，栄

養士が個別にお受けし

ます。 

水曜日・祝日等の 

休館日を除く毎日 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

月曜日(祝日を除く)(要予約) 

午前９時３０分～午後３時 

※保健所で実施 

病態別栄養相談 

生活習慣病などの病気

に応じた食事療法につ

いて，主治医の指示に

基づき，管理栄養士によ

る個別相談を予約制で

行います。 

土・日曜日（要予約） 

午前９時３０分～午後３時 

※宇都宮市保健センターで実施

保健所健康増進課 

TEL ６２６－１１２６ 



43 

こころの健康について 

精神保健などに関する相談や教室を実施しています。詳しい内容や日程は「広報うつのみや」でお知ら

せします。 

 

 

事 業 名 内             容 実 施 日 

精神科医師や 

精神保健福祉士による

相談（要予約） 

原則毎月第２・第４水曜日 

午後１時３０分～４時 

こころの健康相談 

 

 

こころの健康に関する

不安や悩みなどにつ

いて相談に応じます。
保健師による相談 

（面接相談は要予約）

月～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前９時～正午・午後１時～４時 

精神保健家族教室 
統合失調症患者の家族を対象に，病気の理解

と家族の対応について学習します。 

「広報うつのみや」でお知らせ 

します。 

こころの健康づくり講座 

こころの健康に関心を持ち，精神疾患などの初

期症状や前兆に対処できるように，また，こころ

の健康の保持増進ができるよう講座を開催しま

す。 

「広報うつのみや」でお知らせ 

します。 

うつ病予防教室 
うつ疾患への理解や予防の大切さについて理

解を深めることができるようにします。 

「広報うつのみや」でお知らせ 

します。 

こころの健康を考える会

家族のアルコール問題で悩んだり，生きづらさ

を感じたりしている人同士の語りあい。 

参加希望者は事前に保健師が面接します。 

原則毎月第４金曜日 

午後２時３０分～４時 

 

 

 

○問  保健所保健予防課 TEL ６２６－１１１４
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働きながら子育てをするための支援制度 

  市では，平成２２年３月に「宮っこ 子育ち・子育て応援プラン」を策定し，すべての子育て家庭が

安心して妊娠・出産をし，仕事と生活の調和を実現しながら愛情を持って子育てができる環境づくり

を推進しています。 

 働きながら子育てができる環境づくりの推進においては，希望する時期に子どもを保育園などに

預けることができるよう，保育園の新設や既存保育園の改築に合わせた定員増などによる待機児

童の早急な解消と，多様なニーズに対応できる保育サービスの充実を図っています。 

 

 １ 保育園 

保護者のみなさんが仕事や病気などのために，家庭でお子さんを保育できない場合に，保護者

に代わって保育をする施設です。 

 

【入園できる基準】 

 保護者が次のいずれかの事情にあるとともに，同居の親族その他の方もお子さんを保育できない

場合に限ります。 

（１） 日中，常時仕事をしている場合（外勤，自営業，内職など） 

（２） 出産，病気，心身に障がいがある場合 

（３） 常時同居の病人や心身障がい者の介護をしている場合 

（４） 災害にあった場合 

（５） その他，児童の保育ができない特別な事情がある場合 

 

【保育時間】 

 各保育園によって異なりますが，概ね午前７時から午後７時までを開所時間としています。 

 

【保育料】 

 （１） 保育料は，父母の前年分の所得税，前年度の市民税と児童の年齢により，階層区分に分け

て決定します。（ただし，祖父母が同居で家計の主宰者と思われる場合は，祖父母も含みま

す。） 

 （２） 児童の年齢は４月１日現在の満年齢で認定します。 

 （３） 延長保育を利用する場合は，別途，延長保育料がかかります。 

 （４） 保育料算定の際，所得税の配当控除，住宅取得控除等特別控除，外国税額控除などの税

額控除については適用になりません。 

 

【入園申込手続き】 

 母子手帳・保育に欠ける状況を証明する書類・保護者の所得税等の書類など，必要書類を添えて
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申し込みください。 

 ※入園に必要な書類はお問い合わせください。 

 

【受付場所】 

 ・ 保育課保育グループ（市役所本庁２階Ｄ９番窓口） 

 ・ 上河内・河内地域自治センター 

 ・ 富屋・平石・姿川の各地区市民センター 

 ・ 各保育園（代行受付） 

 

【その他の保育サービス】 

 （１） 一時預かり事業（保育所型）・特定保育事業 

    保護者がパートなどで断続的に働いたり，病気や介護等の理由で家庭での保育が一時的に

困難となった時にお子さんを預かる制度です。（月６４時間以内の利用の場合は一時預かり事

業，月６４時間以上の場合は特定保育事業） 

 （２） 家庭的保育事業（保育ママ） 

    家庭的保育者（保育ママ）を配置し，子どもの個々に応じた保育を，家庭的な雰囲気の中で

行います。 

 

 お問い合わせ  子ども部保育課  

電話番号：028－632-2393 ファクス：028－638-8941 

 

 

２ 病児・病後児保育 

 病気又は病気やけがの回復期にあるため（医療機関による入院，治療の必要はないが安静が必

要），集団保育が困難で，かつ，保護者の勤務の都合，傷病，事故，出産などの理由により家庭で

育児を行うことができない就学前の乳幼児および小学校３年生までの児童を，施設において昼間お

預かりします。 

 

【実施施設と保育時間】 

（１） 栃木県済生会宇都宮乳児院（病後児保育） 

     宇都宮市竹林町９４５－１ 電話番号：０２８－６２６－５５１１ 

     月曜日～金曜日：午前８時～午後６時まで 

     土曜日：午前８時～午後１時まで 

     （日曜日・祝日，年末年始の１２月２９日～１月３日，５月３０日を除く） 

（２） 医療法人 福田こどもクリニック（病児・病後児保育） 

     宇都宮市下砥上町１５４５－２０ 電話番号：０２８－６５９－８８５０ 

     月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時３０分まで 
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     土曜日：午前８時３０分～午後１時まで 

     （日曜日・祝日，年末年始，お盆の時期を除く） 

 

（３） ゆうゆう保育園（病後児保育） 

     宇都宮市金田町７５９－１ 電話番号：０２８－６７４－８５００ 

     月曜日～金曜日：午前９時～午後６時まで 

（日曜日・祝日，年末年始を除く） 

 

（４）ひばり保育園（病後児保育） 

     宇都宮市中今泉３－２８－１ 

     電話番号：０２８－６３３－５２２１ 

     月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時３０分 

     土曜日：午前８時３０分～午後１時 

     （日曜日・祝日・年末年始を除く） 

 

【利用期間】 

 原則として７日以内 

 

【定員】 

 １日４人（ゆうゆう保育園は２人，ひばり保育園は３人） 

 

【利用料】 

 １日につき２，５００円（昼食・おやつ代込） 

 

【申込】 

 直接，実施施設へ。なお，利用にあたり，医師の利用可能であることの証明が必要です。 

 

お問い合わせ  子ども部保育課  

電話番号：028－632-2392 ファクス：028－638-8941 

 

 

３ 一時預かり保育 

ゆうあいひろばでは，生後６か月から小学校就学前までのお子さんをお預かりします。急なお仕

事の時など，ご都合に合わせてご利用いただけます。 

 

【所在】 

 宇都宮市馬場通り４丁目１－１ 
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 うつのみや表参道スクエア６階 宇都宮市民プラザ内 

 電話：０２８－６１６－１５６９ 

 

 

【開館時間】 

 午前９時～午後６時 

 

【休館日】 

 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

【料金】 

 １時間８００円 

 

【利用申込】 

 利用する前日の正午までに電話で予約 

 

お問い合わせ  子ども部子ども未来課  

電話番号：028－632-2944 ファクス：028－638-8941 

 

 

４ ファミリーサポートセンター事業 

ファミリーサポートセンターは，子育ての援助をしたい人と，子育ての援助を受けたい人がお互い

に会員になって助け合い，子どもたちの健やかな育ちを地域で援助していくための会員組織です。 

 

【援助できる内容】 

・ 保育園，幼稚園の開始前・終了後にお子さんを預かります。 

・ 保育園，幼稚園の送り迎えをします。 

・ 留守家庭児童会終了後にお子さんを預かります。 

・ 乳幼児を連れて出かけにくい時（冠婚葬祭，病院，参観日）等にお子さんを預かります。 

・ 病気が治っても集団生活がちょっと無理なような時などにお子さんを預かります。 

・ その他資格取得や研修の時などお子さんを持つすべての方が援助を受けられます。 

 

【報酬等に関する主な基準】 

  月曜日～金曜日までの午前７時～午後７時まで・・・・・・･･････１時間当たり ７００円 

  土，日曜日，祝日及び年末年始並びに上記以外の時間・・・・・１時間当たり ８００円 
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【申込と問い合わせ先】 

  宇都宮市馬場通り４丁目１番１号 宇都宮市民プラザ６階 ゆうあいひろば内 

  宇都宮市ファミリーサポートセンター 

  電話：０２８－６１６－１５７１ 

  受付時間：午前９時～午後６時 

  休業日：年末年始（12月29日～1月3日） 

  

 お問い合わせ  子ども部子ども未来課  

電話番号：028－632-2944 ファクス：028－638-8941 

 

 

５ ショートステイ(子育て支援短期入所)事業 

 保護者が疾病，出産，看護，転勤，出張，冠婚葬祭などの理由で児童の養育が一時的に困難な

とき，昼夜を通して児童を乳児院や児童養護施設で短期間お預かりします。 

 

【利用施設】 

（１） 栃木県済生会宇都宮乳児院 

     宇都宮市竹林町９４５－１ 電話番号：０２８－６２６－５５１１ 

 

（２） 児童養護施設 きずな 

     宇都宮市睦町３－７ 電話番号：０２８－６３３－５６２６ 

 

（３） 児童養護施設 ネバーランド 

     鹿沼市下奈良部長町１－８１ 電話番号：０２８９－７１－１１０３ 

 

（４） 児童養護施設 氏家養護園 

     さくら市氏家１０６０ 電話番号：０２８－６８２－２６４５ 

 

(5) 児童養護施設 下野三楽園 

    宇都宮市下小池町１９４ 電話番号：０２８－６６９－２１３１ 

 

【利用期間】 

  原則として７日以内 

 

【利用料】 

  ２歳未満児および慢性疾患児 ５，３５０円 

  ２歳以上児 ２，７５０円 
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【利用申込】    

  子ども家庭課子ども家庭支援室へ 電話番号：０２８－６３２－２７８８ 

 

お問い合わせ  子ども部子ども家庭課  

電話番号：028－632-2788 ファクス：028－638-8941 

 

 

６ 子どもの家・留守家庭児童会事業 

 共働きなどで昼間不在になってしまうご家庭の児童（主に小学 1 年から 3 年）を対象に、放課後におけ

る安全・安心な生活の場を提供します。   

 専任指導員が仲間づくりや遊びを通してしつけなどの指導をします。 

 

【開設時間】 

 開設時間は次のとおりです。ただし、各会により異なる場合がありますので、直接、各会にお問い合わ

せください。 

  月曜日～金曜日・・・午後１時～午後６時 

  土曜日・・・・・・・・・・・午前９時～午後５時 

（学校長期休業時） 

  月曜日～土曜日・・・午前９時～午後５時 

 

 

子どもの家では、乳幼児とその保護者の方に交流の場を提供し、子育て支援を行っています。  

（注）一部の子どもの家を除く。   

【開設時間】 

 月曜日から金曜日 午前 10 時から正午（学校長期休業中を除く）   
 

 

 

お問い合わせ  教育委員会事務局 生涯学習課 家庭・地域連携グループ 

電話番号：028－632-2674 ファクス：028－639-2675 

 

 

７ 事業所内保育施設設置促進事業補助金 

 仕事と子育ての両立支援を図り，安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進する

ため，市内において新たに事業所内保育施設を設置する事業主に対し，設置費用の一部を補助し

ます。 
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【事業所内保育施設とは】 

   事業主及び事業主団体（複数の事業主による任意団体）が，自ら又は共同で宇都宮市内に新

たに設置する施設で，その雇用する労働者の子ども（０歳から就学前の乳幼児）の保育を行う施

設です。 

 

【補助の内容】 

 ■補助対象経費 

  ・ 施設の建設費，工事費，設計監理料 

  ・ 施設の購入費 

  ・ 一品の単価が１万円以上の備品・遊具の購入費 

 ■補助額 

    補助対象経費の２分の１で５００万円を限度 

 

【保育施設の規模】 

 ・ 乳幼児の定員が５人以上１０人未満 

 ・ 施設の総面積が乳幼児１人当たり，７平方メートル以上 

 

【対象となる事業主】 

  次の要件をすべて満たす者 

 ・ 市内に事業所があること 

 ・ 雇用保険の適用事業主であること 

 ・ 次世代育成支援対策推進法第１２条に基づく一般事業主行動計画を策定し，同法の規定によ

り，管轄の都道府県労働局に届け出ていること（常時雇用する労働者が３００人以下の事業主

を除く） 

 ・ 育児休業，介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律に沿った育児休業制

度を労働協約又は就業規則に定めていること（常時雇用する労働者が１０人未満の事業主を

除く） 

 ・ 市税を滞納していないこと 

 

 

【対象となる保育施設】 

 ■構造・設備など 

  ・ 保育室の面積は，２歳未満の乳幼児１人当たり１．６５平方メートル以上，２歳以上の幼児１

人当たり１．９８平方メートル以上あること 

  ・ 保育を行う部屋のほか，調理室及び便所があること 

  ・ 乳児の保育を行う場所は，幼児の保育を行う場所と区画されていること など 

 ■運営 

  ・ 保育に従事する者の数が，０歳児概ね３人につき１人以上，１・２歳児概ね６人につき１人以
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上，３歳児概ね２０人につき１人以上，４歳児以上概ね３０人につき１人以上であること。また，

その数が２人以上であること 

  ・ 保育に従事する者の概ね３分の１（保育に従事する者が２人の保育施設では１人）以上が保

育士又は看護師の資格を有すること 

 ■設置場所 

  ・ 事業所の敷地内 

  ・ 事業所の近接地 

  ・ 労働者の通勤経路 

  ・ 労働者の居住地の近接地 

 ■利用条件 

  ・ 利用者は，原則として，事業主等が雇用する労働者であること 

  ・ 保育時間は，利用する労働者の労働時間を考慮して設定するなど，利用しやすいものである

こと 

  ・ 利用者から保育料を徴収する場合は，地域の他の保育施設に比べ高額にならないなど，適

正な価格であること 

 

お問い合わせ  子ども部保育課  

電話番号：028－632-2383 ファクス：028－638-8941 
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障害者雇用促進法が改正されました 

 １ 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大 

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（平成 20年法律第 96号） 

が成立し,平成 21 年 4 月から段階的に施行されます。 

（１） 障害者雇用納付金制度 

  障害者雇用納付金制度は，事業主間の経済的負担を調整する観点から，雇用障害者数

が法定雇用率（１．８％）に満たない事業主から，その雇用する障がい者が 1 人不足するごと

に 1 月あたり 5 万円を徴収し，それを原資として,法定雇用率を超えて障がい者を雇用する事

業主に対し，障害者雇用調整金（超過 1 人につき 1 月あたり２万７千円）や助成金を支給する

仕組みです。 

 この障害者雇用納付金の徴収は，昭和５２年以降，経過措置として，常用雇用労働者を 

３０１人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。 

 

（２）  障害者雇用納付金制度の対象事業主を拡大する目的 

  しかし，近年，障がい者の雇用が着実に進展する中で，中小企業における障がい者雇用

状況の改善が遅れており，障がい者の身近な雇用の場である中小企業における障がい者雇

用の促進を図る必要があります。 

 

（３）  今回の法改正による改正点 

  こうした観点を踏まえ， 

 

 

 

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。 

 

☆ ポイント 

 制度の適用から５年間は，納付金の減額特例が適用されます。 

常用雇用労働者が２０１人以上３００人以下の事業主 

 平成２２年７月から平成２７年６月まで    ５万円  →  ４万円 

常用雇用労働者が１０１人以上２００人以下の事業主 

 平成２７年４月から平成３２年３月まで    ５万円  →  ４万円 

※障害者雇用調整金は，変わらず２万７千円となります。 

 中小企業における障がい者の雇用を促進するため，様々な助成金があります。お近くの

公共職業安定所（ハローワーク）に，お気軽にご相談ください。 

平成２２年７月から，常用雇用労働者が２０１人以上３００人以下の事業主 

平成２７年４月から，常用雇用労働者が１０１人以上２００人以下の事業主 

（５）障がい者の雇用について 
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 ２ 障がい者の短時間労働への対応 

（１） 障害者雇用率制度における短時間労働の取扱い 

   現在の障害者雇用率制度においては，原則として，週所定労働時間が３０時間以上の

労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎としています。 

   このため，週所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の重度障がい者や精神障がい

者を除き，重度でない身体障がい者や知的障がい者である短時間労働者については，実

雇用障害者数や実雇用率にカウントすることはできませんでした。 

 

（２） 短時間労働に対する対応の必要性 

   一方で，短時間労働については， 

・ 障がい者によっては，障がいの特性や程度，加齢に伴う体力の低下等により，長時間

労働が難しい場合があるほか， 

・ 障がい者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として

有効である 

  などの理由から，障がい者に一定のニーズがあります。 

 

（３） 今回の法改正による改正点 

こうしたニーズへの対応として，平成２２年７月から，障害者雇用率制度における実雇用

障害者数や実雇用率のカウントの際に，身体障がい者又は知的障がい者である短時間労

働者（週所定労働時間２０時間以上３０時間未満）をカウントすることとなります。このとき，

そのカウント数は０．５カウントとなります。 

 

 

 ３ 企業グループ算定特例の創設 

（１）  企業グループ算定特例について 

平成２１年４月から，一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受

けたものについては，特例子会社がない場合であっても，企業グループ全体で実雇用

率を通算できるようになります。 

 

（２）  企業グループ算定特例の認定要件 

企業グループ算定特例の認定を受けるためには，次の要件を満たす必要があります。 
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 ４ 事業協同組合等算定特例の創設 

平成２１年４月から，中小企業が事業協同組合等を活用して協同事業を行い，一定の要

件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて，事業協同組合等（特定

組合等）とその組合員である中小企業（特定事業主）で実雇用率を通算できるようになりま

す。 

☆ ポイント 

 事業協同組合等とは，次に掲げる組合を指します。 

 ○ 事業協同組合            ○ 水産加工業協同組合 

 ○ 商工組合               ○ 商店街振興組合 

 

 

 ５ その他 

 

 

 

 

 

 今回の制度改正に関し，実雇用率の算定など障害者雇用率制度については，栃木労働局

（TEL 028-610-3557）又はハローワーク宇都宮（TEL 028-638-0369）に，納付金の給付など

障害者雇用納付金制度については，栃木県雇用開発協会（TEL 028-621-2853）にお問い合

わせください。 

① 親会社が障害者雇用推進者を選任していること。 

② 企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認

められること。 

③ 各子会社の規模に応じて，それぞれ常用労働者数に１．２％を乗じた数（少数点以下

は切捨て）以上の障がい者を雇用していること。ただし，中小企業については，次に掲

げる数以上の障がい者を雇用していること。 

ア） 常用労働者数が１６７人未満            要件なし 

イ） 常用労働者数が１６７人以上２５０人未満    障がい者１人 

ウ） 常用労働者数が２５０人以上３００人以下    障がい者２人 

④各子会社が，その雇用する障がい者に対して適切な雇用管理を行うことができると認め

られること又は他の子会社が雇用する障がい者の行う業務に関し，子会社の事業の人的

関係もしくは営業上の関係が緊密であること。 

障害者雇用調整金の分割支給 

 企業グループ算定特例や事業協同組合等算定特例が創設されるのにあわせて，平成２１

年４月から，障害者雇用調整金を，１０社を超えない範囲において，親会社，特例子会社，

関係子会社，事業協同組合等，特定事業主等に対して分割して支給することができるように

なります。 
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おもてなしモニター・顕彰制度 

 「おもてなし運動」を進める「おもてなし推進委員会」が観光やサービス関連事業所に対し，

接客・観光案内サービスなどをモニタリングし，その結果を事業主に提示し，改善等を喚起す

る制度です。 

 このモニター調査を活用し，接客マナーの向上を図りたい事業所を募集しています。 

 

【内容】 

・ 調査員により,接客マナー，観光ガイド技術などについて客観的な調査を行います。 

・ 調査日時を告示せずに抜き打ちで行い,普段の接客レベルを調査します。 

・ 調査の結果をとりまとめ,事業者に改善提案書を提供します。 

・ 事業者の希望により実施します。 

 

お問い合わせ 

 おもてなし推進委員会 （事務局 宇都宮観光コンベンション協会） 

                     電話番号 ０２８－６３２－２４４５ 

（６）そ の 他 
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「宮のものづくり達人」派遣事業 

   皆様の会社・学校・地域にお伺いし，ものづくりのアドバイスをいたします。 

１ 申請できるのは・・・・？ 

 市内の構成員が５人以上の企業・学校・団体・グループです。 

（ただし，中小企業への派遣については，この限りではありません。） 

「宮のものづくり達人」の活動内容 

 ・企業・業界内での技術指導，講師 

 ・小・中学校，高校などでのものづくり体験教室講師，講演講師，実技指導 

・地域イベント，サークルなどでのものづくり体験教室講師，実演 

＊ 材料が伴う活動の場合は，材料費の負担があります。 

 

◆ 「宮のものづくり達人」名簿は，別紙参照 

 

申し込み方法 

 「宮のものづくり達人」の活動を希望する日から，約３週間前までに， 

商工振興課に備え付けの所定の派遣申請書に必要事項を記入し， 

直接，郵送，または FAX で商工振興課へお申し込みください。 

※ 派遣申請書は市ホームページからも取り出せます。 

 HP アドレスは http//www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

 トップページ「分野別で探す」「産業」→「宮のものづくり達人」制度 

（材料準備に時間を要しますので，期限にかかわらず早めのお申し込みをお願いいたします） 

 

お問い合わせ  経済部 商工振興課 

電話番号： 028-632-2434  FAX:028-632-5420  

 



 

№ 氏　　名 職 種 名 等 資格・表彰歴等 活動実績 活 動 範 囲

1 小野　榮司
オ ノ エ イ ジ

和洋菓子製造

・和菓子製造１級，洋菓子製
造１級
・職業訓練指導員
・技能検定功労者(厚生労働
大臣)
・食品技術功労者(知事）

・古河市調理師専門学校で長年技術講師として指
導・育成
・菓子工業組合主催の技術講習会で指導

･和洋菓子づくり全般
・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験教室
・実演
・午前１０時～午後５時可

2 亀井
カ メ イ

　光夫
ミ ツ オ

フラワー装飾
・フラワー装飾１級
・職業訓練指導員
・知事表彰

・花に関するあらゆることに精通しており，技術を大
切にする花のスペシャリスト
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・挿す花，活ける花の技術指導，花飾り，花束などのフラ
ワーアレンジ
・学校・地域などへの技術指導・ものづくり体験教室・実演
・花の持っている素晴らしさを伝えていきたい

3 小林
コ バ ヤ シ

　克躬
カ ツ ミ

畳製作
・畳製作１級
・職業訓練指導員
・宇都宮畳工組合長表彰

・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得し，後進の指導・育成に尽力している
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・花台などの畳製作
・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験教室・実演
・曜日，時間帯は応相談

4 篠崎
シ ノ ザ キ

　八郎
ハ チ ロ ウ

建築大工
・建築大工
・二級建築士
・知事表彰
・職業能力開発協会長表彰

・木造軸組在来工法に関する技術に特に優れている
・ふれあい体験学習指導
・宇都宮共同高等産業技術学校校長

・小鳥の巣箱，マルチ収納ボックス，各種ベンチ類，フラワー
ボックスづくりなど
・木造軸組在来工法に関する技術指導
・企業・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験教室
・金曜日の午前１０時～午後５時可

5 手塚
テ ツ カ

　勝美
カ ツ ミ

広告美術仕上げ

・広告美術１級
・職業訓練指導員
・職業訓練功労者
・県技能競技大会銀賞
・全国技能競技大会三位
・知事表彰

・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得し，後進の指導・育成に尽力している
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・広告美術に関するデザインやイラストの指導
・植物画，レタリングの指導
・学校での技術指導・ものづくり体験教室

6 長谷川
ハ セ ガ ワ

　清
キヨシ

設備保全

・仕上げ特級，油圧装置調整
特級，機械保全特級
・職業訓練指導員
・1級，特級油圧装置調整技
能検定実技試験１位（県)

・現場の技能ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのため保全技能教育を推進
･技能検定合格に向けた講習会を実施するなど後進
の指導にあたっている

・「設備管理」，「機械要素」，「油圧保全」指導
・「機械要素」講座，「油圧保全」講座の実演
・企業・学校・地域などでの技術指導・実演

7 堀内
ホ リ ウ チ

　英夫
ヒ デ オ

中国料理 専門調理技能士
厚生大臣表彰

・餃子のﾌﾙｺｰｽ考案
・宇都宮餃子会の設立に協力

・中国料理の調理指導
・企業・学校・地域などでの技術指導・実演
・曜日，時間帯は応相談

8 山中
ヤ マ ナ カ

　修三
シュウゾウ

紳士服製造 ・紳士服製造1級
・栃木県技能競技大会1位

・卓越した技術者であり，1級技能士として活躍し，後
進の指導に努力している

・ティッシュケースなど小物類の製作
・ボタン付け，ボタンホールづくり，ミシンの調整，刃物（ハサ
ミなど）の研磨指導
・企業・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験教室・
実演
・日本人の手先の器用さが失われつつある現在，特に小・中
学生にものづくりの本質を教えてあげたい。

9 加藤
 カ  ト ウ 　　 タダシ

　　正 畳製作

・畳製作１級
・職業訓練指導員
・技能検定実技試験補佐員
・事業内職業訓練功労者表
彰
・事業内職業訓練功労者厚
生労働大臣表彰

・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得し，後継者の指導・育成に尽力している
・畳製作における工作法及び寸法採寸に特殊な技能
を有し，一帖本法，四一法，三四五法などの指導に
工夫改善をして，後継者・訓練生の技能向上に尽力
している
・宇都宮共同高等産業技術学校副校長，講師

・薄縁・花台などの畳製作
・企業・学校・地域へのものづくり体験指導・実演
・曜日・時間帯は応相談

10 笹沼
サ サ ヌ マ

　亘
ノブ  オ

男 和菓子製造

・和菓子製造１級（第1号）
・技能検定委員
・第20回全国菓子大博覧会
名誉大賞
・第23回全菓博工芸賞
・第23回全菓博栄誉大賞
・第24回全国菓子大博覧会
優秀賞

・有能な技能者として,多くの後進技能者の指導育成
に寄与している
・工芸菓子を重点に技術指導を行っている
・県の委託事業において,市内菓子店を巡回し菓子製
造指導を行っている

・工芸菓子・和菓子製作指導
・企業・学校・地域への技術指導・ものづくり体験指導・実演
・曜日は応相談,13時～17時

11 半田
ハ ン ダ

　昭四
シ ョ ウ ジ

広告美術仕上げ

・広告美術仕上げ１級
・職業訓練指導員
・技能検定実技試験補佐員
・知事表彰
・職業能力開発協会長表彰
・第26回関東広告美術ｺﾝｸｰﾙ
金賞

・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得し，後進の指導・育成に尽力している
･文字揮毫,看板製作に優れている
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・一般的な水彩画（風景画・人物画）の指導
・広告美術に関するデザインやイラストの指導
・学校・地域への技術指導・ものづくり体験指導

宮のものづくり達人　「技の達人」名簿
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№ 氏　　名 職 種 名 等 資格・表彰歴等 活動実績 活 動 範 囲

12 青木
  ア オ キ

　敬
 タカ

信
 ノ ブ

みそ製造

・一級みそ製造技能士
・公害防止主任管理者
・第４８回全国味噌艦評会
「銘柄・初仕込　全国味噌技
術会　理事長賞」表彰
・全国味噌艦評会入賞
・栃木県知事表彰（最優秀技
術賞）

・味噌づくり３０年以上の経験
・味噌づくり製造現場で味噌仕込熟成管理等の実務
を行うとともに，昭和６２年からは研究開発室長として
新製品の開発に従事。
画期的な「固形みそ粒菓子の製造法」の特許を取
得。（固形みそ汁）
・平成１５年には「下野の麦こうじ味噌」の技術により
県よりフロンティア企業の認証取得

・味噌仕込，熟成管理，味噌に関する全般技術指導
・企業・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験教室・
実演
・金曜日の午前９時～午後６時可

13 山本
ヤマモ ト

　正夫
マサオ

建築大工

・建築大工技能士（２級）
・二級建築士
・職業訓練指導員
・第７回栃木県技能競技大会
「建築大工一般の部・銅賞」
知事表彰
・宇都宮商工会議所会頭表
彰

・木造軸組在来工法に関する技術に特に優れている
・栃木県建築大工連合会主催「ふれあい体験学習指
導」指導員として積極的に活動している
・ろまんちっく村で開催された「もくもく祭り」のもの造り
指導の経験あり
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・木造軸組在来工法，一般技術に関する技術指導
・小鳥の巣箱，マルチ収納ボックス，各種ベンチ類，フラワー
ボックスづくりなどの製作指導
・企業・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験教室
・金曜日の午前９時～午後５時可

14 吉沢
ヨ シザワ

　隆夫
タ カ オ

建築板金

・一級建築板金（内外塗装板
金作業）技能士
・職業訓練指導員
・第１６回全板連青年部全国
技能協議大会「栃木県板金
工業組合青年部代表」全日
本板金工業組合連合会表彰

・平成2年より職業訓練指導員として活躍し，板金施
工技術・技能指導，金属加工技術指導を行い人材育
成に貢献
（現在：鹿沼共同高等産業技術学校講師）
・薄板金属，トタン板，銅板，ステン板を使い，板金・
屋根・雨どい・飾り品・金属の施工・加工等の業務に
携わり３５年の経験，卓越した技術

・学校などでの銅板表札・打ち出しなどの技術指導
（平日の午前８時～１２時）
・企業・学校・地域などでの銅板打ち出しによるものづくり体
験指導教室
・実演（曜日・時間は相談）

15 小川
オ ガ ワ

　勇
イサム

広告美術仕上げ

・広告美術（プラスチック仕上
げ）１級
・広告美術（ペイント仕上げ）
１級　　　　　　　　　　　　　　　・
特別電気工事資格（ネオンサ
イン）
・「組織功労者」表彰
・「事業内職業訓練功労者」
表彰（栃木県）

・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得し，後進の指導・育成に尽力している
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・レタリング，デザイン，イラスト，漫画などの技術指導，体験
指導，実演　・学校，地域を対象

16 小野
オ ノ

　薫
カオル

和洋菓子製造 ・菓子製造（和菓子製造作
業）１級

・専門学校，短期大学等で技術講師として指導・育成
・海外の菓子職人と交流し，和菓子の紹介を行ってい
る。

・教育機関での和菓子の紹介や技法の指導
・和菓子作りを通じての日本伝統菓子の理解，ものづくり体
験教室　　　　　　・学校・地域を対象

17 林
ハヤシ

　直昭
ナ オ ア キ

めっき

・めっき（電気めっき作業）1級
・公害防止管理者水質２種
・毒劇物取扱責任者
・「平成１９年度全国めっき技
術コンクール」自由研磨装飾
クロムめっき部門及び 亜鉛
めっき部門 　　厚生労働大臣
賞
・平成21年度 全国めっき技
術コンクール
「装飾クロムめっき部門」厚生
労働大臣賞

・「全国めっき技術コンクール」で県内唯一厚生労働
労働大臣賞を受賞
・会社経営全般の業務と共に，若手や新入社員の技
術向上に努める。

・めっき技術理論，金属の性質，金属の腐食防食理論の講
演，講師
・小型めっき装置を使用してのめっき作業および簡易的研磨
作業の体験講師
・企業・学校・地域を対象

18 松田
マ ツ ダ

　吉隆
ヨ シ タ カ

広告美術仕上げ

広告美術仕上げ（広告面ペイ
ント仕上げ）２級
広告美術仕上げ（広告面プラ
スチック仕上げ）１級
職業訓練指導員
ネオンサイン工事

・昭和３７年４月より広告美術の仕事に従事
・宇都宮市共同高等産業技術学校講師（平成12年
～）

・シート張り加工などの技術指導，体験指導，実演
・企業，学校，地域を対象

19 小山
オ ヤ マ

　文生
フ ミ オ

フラワー装飾
・フラワー装飾１級
・職業訓練指導員
・栃木県技能競技大会「フラ
ワー装飾の部第２位」

・花に関するあらゆることに精通しており，技術を大
切にする花のスペシャリスト
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・フラワーアレンジ
・学校・地域などへの技術指導・ものづくり体験教室・実演

20 藤田
フ ジ タ

　達三
タ ツ ゾ ウ 広告美術仕上

げ

・広告美術仕上げ　広告面構
成仕上げ作業 １級
・職業訓練指導員
・とちぎマイスター
・事業内職業訓練功労者表
彰　　　・技能検定試験成績
優秀者表彰

・看板の手書きによるイラストや文字を得意としてお
り，高い技術を持っている。
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・デザイン，カッティングシート，レタリングの指導
・企業・学校・地域などへの技術指導・ものづくり体験教室・
実演

21 坂本
サ カ モ ト

　愛
ア イ

里
リ

婦人子供服製
造　　　　　ウエ
ディングドレスデ
ザイン

・婦人子供服製造　婦人子供
服注文制作作業　１級
・職業訓練指導員
・全日本洋装技能コンクール
中小企業庁長官賞，参議院
議長賞

・ウェディングトレス制作を専門に活躍，市内では第
一人者
・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得している。

・学校を対象に技術指導，実演
・学校，企業，地域を対象に講演

22 木村
キ ム ラ

　秀一
ヒ デ イ チ

畳製作
・畳製作　畳製作作業　１級
・職業訓練指導員

・常に技術の研鑽に励み，意欲的に新しい技術を習
得し，後継者の指導・育成に尽力している
・宇都宮共同高等産業技術学校講師

・畳製作に関する技術指導，講演，ものづくり 体験教室
・企業・学校・地域を対象
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№ 氏　　名 職 種 名 等 資格・表彰歴等 活動実績 活 動 範 囲

1 増渕
マス ブチ

　進一
シンイチ

宇都宮の挽物 ･県の伝統工芸品指定
・栃木県伝統工芸士

･生漆塗りした作品は美しい木目と漆の光沢が
特徴であり，実際使用するとその変化も楽しめ
る
･木工品制作全般において体験教室，学校等
で多数指導実績あり

・木工品制作
・企業・学校・地域などでの技術指導・ものづくり体験
教室・実演
・曜日，時間帯は応相談

2 小川
オガワ

　昌信
マサノブ ・ふくべ細工

・黄鮒
･県の伝統工芸品指定
・栃木県伝統工芸士

･日光市を訪れる関東一円の小学生や市内の
小学生を対象に「ふくべ細工教室」を開催する
などの指導実績あり

・宇都宮の郷土玩具製作指導
・学校・地域へのものづくり体験指導
・曜日・時間帯は応相談

3 黒
クロサキ

﨑　啓
 ケイ

弘
 ヒ ロ

指 物

･県の伝統工芸品指定
・県　森の匠
・栃木県芸術祭工芸の部
奨励賞
・宇都宮市芸術祭工芸の
部　奨励賞
・栃木県伝統工芸士

・幼稚園・保育園・小学校・地域などへの多数
の木工品製作の指導実績あり
・長年に渡り「木のおはなし」・「道具の使い方」
などを通し，子どもたちにものづくりの楽しさ・技
術指導などを行っている
・工芸展の開催など精力的に活動をこなす

・デザイン，素材の決定等も含めた木工品製作指導
・シロアリから家を守る塗料づくり，古い家具の直し方
の指導
・企業・学校・地域への技術指導
・ものづくり体験指導・実演
・曜日・時間帯は応相談

4 田崎
タサキ

　芳男
ヨシオ

大谷石細工 ･県の伝統工芸品指定

・大谷石細工の第一人者
・大谷石でつくる作品の数々は，自然の石の素
顔を大切にした温もりを感じさせてくれる
・学校・地域への指導実績あり

・大谷石細工彫刻指導
・学校・地域への技術指導・ものづくり体験指
導・実演

5 中山
ナカヤマ

　春枝
ハルエ

野州てんまり ･県の伝統工芸品指定
・栃木県伝統工芸士

・自分の手まりをつくるため，栃木県にある材
料を使用し，県の花，木などを題材にして，製
作に励み「野州てんまり」と名付け，現在に至る
・自らオリジナルの郷土色豊かな模様を考案，
30年以上に及ぶ製作活動の中で50数種類を
越える
・市内の小・中学校，地域への指導実績あり

・野州てんまり製作指導
・企業・学校・地域への技術指導
・ものづくり体験指導・実演
・曜日・時間帯は応相談

6 村田
ムラ タ

　茂
シゲル

曲 物

･栃木県の伝統工芸品指
定
・全国伝統的工芸品公募
展
「商工中金理事長賞」
・栃木県伝統工芸士

・宇都宮市伝統工芸品産業振興推進協議会会
長を平成２年から務め，長年にわたり宇都宮の
伝統工芸産業の普及に貢献
・曲物は日光杉並木材を材料に室内装飾品，
菓子器類，茶道具類など用途は様々で，その
作品は栃木県でも高い評価を受け，県伝統工
芸士として指定されている

・曲物製作指導
・企業・学校・地域への技術指導
・ものづくり体験実演
・曜日・時間帯は応相談

7 堀江
　ホリ エ

　信一
　シンイチ

和
ワ

弓
キュウ

用
　ヨウ

矢
ヤ ･栃木県の伝統工芸品指

定

･長い年月をかけてきた技術を守り，和弓用矢
の一本一本に技が感じられる作品づくりを手掛
ける
･失われつつある武道具製作の一人で，市内で
も数少ない貴重な職業
･各学校，各種団体などで貴重な作品を使用
し，弓道全般の指導実績あり

・弓道における必要用具に関する指導
・学校・地域へのものづくり体験教室
・曜日，時間帯は応相談

8 福井
　フクイ

　一弘
カズヒロ

宮
ﾐ ﾔ

染め ・栃木県伝統工芸士
･栃木県伝統工芸品指定

・全国でもほとんどなくなったもち米の防染のり
を使用する昔ながらの技法を特徴としている
染釜に染料を竪てて漬染をする奈良時代には
じまった，現在ではほとんどなくなってしまった
技法の数少ない伝承者である

・布に形を付けて乾燥させ，染色，水洗いの工程のも
のづくり体験教室
・企業，学校，地域を対象

宮のものづくり達人　「伝統工芸の達人」名簿
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№ 氏　　名 職 種 名 等 資格・表彰歴等 活 動 実 績 活 動 範 囲

1 阿久津
  ア ク ツ

  和子
 カ ズ コ

てまり ・県伝統工芸品展講習会，小学校で指導経験
あり

･てまりづくり
・学校・地域などでのものづくり体験教室
・午前１０時～午後３時可

2 木村
  キ ム ラ

  由利子
  　 ユ リ  コ

組 紐
･地域での指導実績あり
・江戸時代の「止戈枢要」を訳し，復元した作品
が「芭蕉の館」に展示してある

・携帯電話ストラップ・ミサンガ・ブローチ・根付けなど
の製作
・組紐と他の紐との違い，植物染め，歴史の説明
・学校での技術指導・ものづくり体験教室・実演
特に小中学生が日本の伝統文化に興味を持ってほし
い
・午前１０時～午後５時可

3 斎藤
サ イ  ト ウ

　武夫
  タ ケ オ

紙飛行機
日本紙飛行機協会認定指
導員 ・マナビス紙飛行機講師

・紙飛行機講習会開催

・紙飛行機の製作・飛ばし方の指導
・学校・地域でのものづくり体験指導・実演
・午前１０時～１２時可
・製作する場所と飛行機が飛ばせる広い広場（校庭
以上）が必要

4 齋藤
サイ  トウ

　英夫
 ヒ デ オ

胡蝶蘭 ・日本農業賞金賞
・内閣総理大臣賞

･国内で最初に胡蝶蘭のリレー栽培開始

・胡蝶蘭の栽培・経営にかかる指導・植え替え・花の
育て方
・学校・地域での技術指導・ものづくり体験教室・実演
・温室見学可
・曜日，時間帯は応相談

5 鷺谷
サ ギ ヤ

　政信
マ サ ノ ブ 美術刀剣類の

拵及び製作

・水戸藩の御用鍛冶であった代々刀匠の家柄
で，先代の時，宇都宮市に移り住む
･市内でも数少ない貴重な職業

・美術品製作に関する指導など
・学校・地域での技術指導・ものづくり体験教室
・曜日，時間帯は応相談

6 福田
  フ ク ダ

　寛
ヒロシ

剣道具の組み
合わせ
及び修理

・市内で唯一の武道具組み合わせ修理職
・各学校，道場に出向いて指導を行っている

・自分に合った竹刀の仕組み方
・自宅練習用竹刀の製作
・剣道具使用方法の指導
・学校・地域での技術指導・ものづくり体験教室
・午前１０時～午後５時可

7 北條
ホ ウ ジ ョ ウ

　将彦
マ サ ヒ コ

栃木の栗
・献上栗の生産，全国へ「栃木の栗」のブランド
で発送
・常に技術を向上させる努力をしている
・農業高校で非常勤講師の実績あり

・栗の木の剪定・肥培管理指導
・栗の料理の仕方
・貯蔵の方法
・学校・地域への技術指導・ものづくり体験教室・実演
・曜日，時間帯は応相談

8 釜井
  カマ イ

　敏男
   トシ オ

施設園芸作物
（トマト，イチゴ，
キュウリ，メロン，ス
イカ，カボチャ，トウ
モロコシ，ブロッコ
リーなど）

・栃木県名誉農業士
・緑白綬有功章
・紫白綬有功章

・昭和57年に施設園芸に転換，トマト，イチゴな
どを栽培し，地産地消のための多品目栽培に
取り組んでいる
・地域に根ざした農業に取り組み，地域農業，
農村の発展，後継者の育成・指導の実績があ
る

・野菜づくりの技術指導，講習
・自宅の圃場見学・指導
・企業・学校・地域への技術指導・実演

9 坂井
 サ カ イ

　勝雄
  カ ツ オ

子どもの工作

・昭和45年から子ども会活動に関与，一貫して
遊びを中心とした集団活動を指導
・学校・地域への指導，指導者育成の実績あり
・創作活動を通して，省資源，環境，リサイクル
問題等の指導も行う

・子どもの工作各種の製作指導
・手に入りやすく，安い材料を使い加工しやすい工作
の指導
・大人対象の指導者養成講座
・学校・地域への技術指導
・ものづくり体験指導・実演

10 麦倉
ム ギ ク ラ

　正夫
マ サ オ

手づくりバック
・洋服工１級
・職業訓練指導員

・地域への指導の活動
・地域における手作りバック製作,洋服のサイズ
直しなどの指導実績あり
・福祉施設への，オリジナルデザイン手づくり
バック寄贈の社会貢献実績あり

・手づくりバック製作指導
・企業・学校・地域へのものづくり体験指導

11 赤池
 ア カ イ ケ

　民子
 　タ ミ コ

野州てんまり

・野州てんまり「グループくんぷう」の会長を務
め，野州てんまり製作や普及に貢献
・栃木県にある材料（毛羽，ぜんまい綿，木の
実，まゆ，絹糸）を使用し，県の花，木などを題
材にしオリジナルの郷土色豊かな作品を製作
・県伝統工芸士，市宮のものづくり達人の中山
春枝氏と共に活動を行い，指導者として活躍

・野州てんまり製作指導
・企業・学校・地域への技術指導
・ものづくり体験指導・実演
・曜日・時間帯は応相談

12 中尾
ナカオ

　辰二郎
タツジロウ

下野の古凧「ま
ゆ凧」と「みや
凧」

・昭和５０年頃から凧づくりを始め，凧づくりの
専門家に従事し凧づくり，凧揚げに関して学ぶ
・昭和６２年に下野凧の会（日本の凧の会・栃
木県下野支部）を発足

・和凧づくり（和紙，竹骨，麻糸使用）のものづ
くり体験教室
・学校，地域を対象

宮のものづくり達人　「地域の達人」名簿
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宇都宮ベンチャーズ（起業家育成支援施設の貸付・起業家支援） 

宇都宮市では、宇都宮市を拠点にベンチャー企業を志す起業家たちを育成・支援する

ため、「宇都宮ベンチャーズ」を運営しています。 

起業家育成支援施設（インキュベーションオフィス）の概要 

施設名称：宇都宮市起業家育成支援施設（愛称 宇都宮ベンチャーズ） 

場所：宇都宮市幸町９番１７号 

施設内容：インキュベーションオフィス、多目的スペース、交流スペース、会議室等 

室数：１０室（１０．６㎡～２４．０㎡） 

設備概要 

 電気設備：単相１００ボルト３回路、テレビ端子１箇所 

 空調設備：冷暖房設備（集中方式） 

 電話設備：３回線まで使用可能（電話、ＦＡＸ、ＡＤＳＬ、光ファイバー等の使用には別途

工事、契約が必要） 

ネットワーク環境：宇都宮ＣＡＴＶケーブルインターネット、ＡＤＳＬ、光ファイバーの導入

可能 

防犯設備：カード式電気錠によりオフィスごとの個別施錠が可能 

 月額使用料：１，７００円／㎡／月 

 ※  

起業家支援 

宇都宮ベンチャーズの支援メンバーによる指導と、温かく実践的な支援が受けられま

す。 

・ 入居企業カウンセリング 

・ 交流サロン 

・ 各種セミナー、講演会 

募集期間 

空室がある場合、随時、相談・受付 
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審査方法 

入居にあたっては、審査委員会による書類審査及び面接審査の２段階の審査を行いま

す。審査のポイントは、新規性・成長性を主に審査します。 

お問い合わせ 

経済部 産業政策課 産業育成グループ 

電話番号:028-632-2443 ファクス:028-632-2447 



 

 
２．環  境 
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事業所版環境 ISO《ECO うつのみや２１》 

 地球環境保全のためには，市民，事業者，行政などがそれぞれの立場で，自主的・積極的な取組を行う

必要があります。特に，事業者については，規模や業種を問わず，積極的な取組が期待されています。 

このような中，事業者の環境保全活動の手法の一つとしてＩＳＯ１４００１がありますが，この認証取

得には，費用や時間，労力などの負担が大きく，中小の企業にとっては必ずしも取り組みやすいものと

は言えません。 

そこで，宇都宮商工会議所と市ではＩＳＯ１４００１の趣旨を生かしつつ，手間や時間がかからず，中

小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステムの認定制度「事業所版環境ＩＳＯ（ＥＣＯうつのみ

や２１）」を実施しています。 

事業者の皆様が，本制度に取り組むことで，環境にやさしい循環型社会を構築する第一歩になりま

す。なお，取り組みが認められた事業所には，認定証を交付します。 

１ 特徴 

・ 国際規格であるＩＳＯ１４００１を基本に作成し，取組事項（１２項目）すべてに，記入例や様式を例示

してあるため取組が容易です。 

・ 有資格者による客観的な審査・判定により，信頼性の高い評価・認定を実施します。 

・ 環境省の簡易環境マネジメントシステム「エコアクション２１（ＥＡ２１）」と整合しています。 

・ 「ＥＡ２１」認証・登録事業所については，わずかな負担で「ＥＣＯうつのみや２１」も認定可能です。 

（要問合せ） 

２ 利点 

・ 省資源・省エネルギーに取り組むことにより，経費削減や生産性の向上に繋がります。 

・  環境汚染や事故による予測できない環境上の危機の未然防止に繋がります。 

・ グリーン購入（環境に配慮した物品等の購入）を積極的に行うことにより，取引先からの信頼性や営

業力の向上に繋がります。 

・ 宇都宮市における入札参加資格申請時の申請項目に対応しています。 

・ 認定後は，商工会議所や市のホームページに掲載になります。 

 

３ その他 

「ＥＣＯうつのみや２１～ガイドブック・様式集～」を，宇都宮商工会議所と市役所１２階環境政策課で配

布（市のホームページにも掲載）。 

 

お問いあわせ 

宇都宮商工会議所  電話番号：028－637-3131 

環境部 環境政策課 電話番号：028－632-2409 ファクス：028－632-3316 
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エコショップ等認定制度 

 ごみの減量化・リサイクル活動に取り組んでいる小売店舗、飲食店及びホテル内レス

トランを募集します。 

１ 対象 

エコショップとして認定する小売店舗は、次の 2 つに分類します。 

 (1)スーパーマーケット  

 (2)その他の小売店舗(百貨店内ス－パー及びコンビニを含む)  

   エコレストランとして認定する店舗は、次の２つに分類します。 

 (1)飲食店 

 (2)ホテル内レストラン等 

２ .認定要件 

 認定要件は、認定要件チェックシート（別紙）の必須項目の全項目及び推奨項目のう

ち 5 項目以上を満たすこととします。 

３ 優良店の認定 

 認定店のうち、推奨項目を 10 項目以上実施している店舗は優良店として認定します。 

４ .認定店の認定期限など 

 認定の期限は 2 年間以内とし、申請年度から翌年度の末日までとします。 

５ .認定店の取り組み 

 具体的な取組内容について、年 1 回の活動報告を義務付けます。 

7.市民への周知 

 認定店リストや市ホームページに店舗名・取り組み内容を掲載するとともに、広報紙

やイベント等で市民のみなさんに周知を行います。 

 

お問い合わせ 

環境部 ごみ減量課 

電話番号：028-632-2413 ファクス：028-632-3316 





区　　分 チェック No. 取 り 組 み 内 容

1 店舗からでるごみの分別を徹底し，資源物のリサイクルを実施している。

2 生ごみの処理について，登録再生利用事業者を利用しているか，生ごみ処理
機・コンポスト等を利用している。

認定店…５項目以上　／　優良認定店…１０項目以上

区　　分 チェック No. 取 り 組 み 内 容

1 むだなごみが出ないように適正な仕入れ発注を行っている。

2 通い箱，簡易包装により納入している。

3 調理くずなどがなるべく出ない工夫をしている。

4 生ごみの水切りを徹底している。

5 おしぼりは使い捨てではなく，繰り返し使うものを使用している。

6 割り箸を使わず，洗い箸等を使用している。

7 使い捨て食器（包装）を使わず，再使用できる食器を使用している。

8 食器洗い洗剤などは，使い捨て容器を使わず，詰め替え用を購入している。

9 店舗で使用した食用油をリサイクルしている。

10 店員の制服・エプロンなどは，再生品を利用している。

11 エコマークなど環境ラベル付きの商品を積極的に使用している。

12 無農薬・有機野菜の使用に努めている。

13 地元で生産した食材の使用に努めている。

14 従業員に対し，ごみの分別やリサイクルについての学習の場を設けている。

15 その他，ごみの減量化・リサイクル等に効果のあることを実施している。
(                                     　　　　　　　　　            )

再生利用

宇都宮市エコレストラン認定要件チェックシート

ア　必須項目

発生抑制

再使用

イ　推奨項目

その他

再生利用

別 表 ２

66



67 

産業廃棄物の適正処理 

廃棄物処理法では廃棄物の処理に関して排出者責任の原則が定められており，事

業活動に伴って生じる廃棄物は，事業者自らの責任において処理することが原則とな

っています。 

その処理を処理業者に委託する場合でも，廃棄物が適正に最終処分（埋立処分，

再生など）されるまでの最終的な責任は事業者が負わなくてはなりません。 

 

産業廃棄物の分類 

産業廃棄物とは，事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいい，一覧表のように分類されま

す。それ以外の廃棄物は事業系一般廃棄物（いわゆる事業系ごみ）に分類されます。 

産業廃棄物の分類の一部では排出する業種の指定があり，同じ種類の廃棄物でも取り扱

いが変わる場合もありますのでご注意ください。 

例１）「紙ごみ」が  通常の事務所から出た場合 ⇒ 一般廃棄物 

              印刷業・製紙業から出た場合 ⇒ 産業廃棄物「紙くず」 

例２）「野菜くず」が 飲食店舗から出た場合 ⇒ 一般廃棄物 

食品製造業から出た場合 ⇒ 産業廃棄物「動植物性残さ」 

【産業廃棄物】 

 種類（※業種指定） 具体例 

1 燃え殻  焼却残灰，炉清掃排出物など 

2 汚泥  排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの 

3 廃油  鉱物性油，動植物性油，潤滑油，絶縁油，洗浄油，切削油など 

4 廃酸  写真定着廃液，廃硫酸，廃塩酸，すべての酸性廃液など 

5 廃アルカリ  写真現像廃液，廃ソーダ液，すべてのアルカリ性廃液など 

6 廃プラスチック類  
合成樹脂くず，合成繊維くず，固形状・液状のすべての合成高分子

系化合物 

7 紙くず※ 
紙製造業，製本業などの特定の業種及び工作物の新築，改装，増

築又は除去に伴って排出されるもの 

8 木くず※ 
木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築，改装，増築又は

除去に伴って排出されるもの 

9 繊維くず※ 
繊維工場及び工作物の新築，改装，増築又は除去に伴って排出され

るもの 

10 動植物性残さ※ 原料として使用した動植物に係る不要物 

11 動物系固形不要物※ と畜場において処分した獣畜，食鳥処理場において処理した食鳥 
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12 ゴムくず  生ゴム，天然ゴム 

13 金属くず  鉄鋼，非鉄金属の破片，研磨くず等 

14 
ガラスくず，コンクリー

トくず及び陶磁器くず 

 ガラス類（板ガラス等），製品の製造過程等で生ずるコンクリートく

ず，廃石膏ボード，陶磁器くず等 

15 鉱さい  鋳物廃砂，電気炉等溶解炉かす，ボタ，不良石炭，粉炭かす等 

16 がれき類  
工作物の新築，改築又は除去により生じたコンクリート破片，アスフ

ァルト破片その他これらに類する不要物 

17 動物のふん尿※ 畜産農業から排出されるふん尿 

18 動物の死体※ 畜産農業から排出される死体 

19 ばいじん  工場の排ガスを処理して得られるばいじん 

20 上記 19 種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの（コンクリート固形化物など） 

21 1～20 の廃棄物，航行廃棄物，携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 

【特別管理産業廃棄物】 

種類 備考 

廃油 揮発油類，灯油類，軽油類の燃えやすい廃油（引火点 70℃未満） 

廃酸 pH2.0 以下の廃酸 

廃アルカリ pH12.5 以上の廃アルカリ 

感染性産業廃棄物 
感染性病原体を含むか，その恐れのある産業廃棄物（血液の付着し

た注射針，採血管など） 

廃 PCB 等 
廃 PCB 及び PCB を含む廃油，PCB が塗布されている又は付着して

いる廃棄物 

廃石綿等 

建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材など石

綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定ばいじん

発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿な

ど 

特定

有害

産業

廃棄

物 

その他の有害産業

廃棄物 

水銀，カドミウム，鉛，砒素など。または，これら化合物が基準以上含

んでいる産業廃棄物 
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産業廃棄物の処理 

事業者は，その産業廃棄物を自ら処理するか，産業廃棄物処理の許可業者に委託して処

理しなければなりません。この委託契約を結ぶ際は収集運搬業者，処分・再生業者それぞれ

と別個に書面で締結してください。 

 

廃棄物処理責任の一元化（建設工事に係るもの） 

  建設工事に伴い生じる廃棄物の処理については，原則として，その建設工事の元請事業者

に廃棄物処理法上の｢排出事業者｣としての責任があります。 

 元請事業者は，元請事業者の廃棄物として自ら処理するか，その運搬・処分を許可業者に委

託しなければなりません。許可業者でない下請負人は，運搬・処分することはできません。 

 元請業者が自ら排出事業者責任を果たしておらず，下請負人が不適正な取扱いをした場合に

は，元請業者もその責任を負うことになります。 

 

産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

産業廃棄物の処理を委託する場合には，産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなけれ

ばなりません。 

【産業廃棄物管理票（マニフェスト）とは】 

排出事業者が産業廃棄物の処分までの流れを把握するため，産業廃棄物の処理（運搬

又は処分）を委託する際に交付するものです。処理の進行状況に合わせて管理票の写しが

委託先から送付されますので，処理状況を確認してください。 

管理票の写し（Ａ票，Ｄ票，Ｅ票）は 5 年間の保管が義務付けられています。 

【紙マニフェストと電子マニフェストについて】 

  マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストの 2 種類があります。 

〔紙マニフェスト〕  複写式の紙面のマニフェストです。社団法人栃木県産業廃棄物協会が

窓口です。 

〔電子マニフェスト〕パソコンを利用したマニフェストです。財団法人日本産業廃棄物処理振

興センターで加入申し込みができます。 

 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書の提出 

宇都宮市内の事業場において産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した排出事業者は，

毎年６月３０日までに前年度（４月１日から３月３１日）に交付した産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）を取りまとめ報告書を作成し，宇都宮市長に提出しなければなりません。 

ただし，電子マニフェストにより交付したものは，報告する必要はありません。  
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多量排出事業者 

宇都宮市内の事業場において多量排出があった場合には，毎年６月３０日までに次年度の

廃棄物の減量等に関する多量排出事業者処理計画書を作成し，宇都宮市長に提出しなけれ

ばなりません。また，前年度において多量排出があった場合には実施状況報告書を宇都宮市

長に提出しなければなりません。 

【多量排出の基準】 

産業廃棄物       ： 合計 1,000 トン以上／年 

特別管理産業廃棄物 ： 合計 50 トン以上／年 

 

事業場以外で産業廃棄物を保管する場合（建設工事に係るもの） 

   建設工事に伴い生じる産業廃棄物を，宇都宮市内にある自社の資材置場など工事現場以

外の場所で保管しようとするときは，あらかじめ，宇都宮市長に届け出なければなりません。 

【届出の対象となる廃棄物】 

  建設工事に伴い生じる産業廃棄物で，特別管理産業廃棄物を含みます。 

   （建設工事には，建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含みます。） 

【届出の対象となる保管場所】 

  宇都宮市内で３００㎡以上の保管場所で行う保管が対象です。 

 

提出先について 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付状況報告書，多量排出事業者処理計画書・実施状

況報告書，事業場外への保管届出書の送付先及び産業廃棄物に関するお問い合わせは下

記までお願いします。 

〒320-8540  

宇都宮市旭 1 丁目 1-5 宇都宮市環境部廃棄物対策課  

電話番号：632-2928 ファクス：633-4323 
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※産業廃棄物に該当する場合は，適正処理の方法が異なります。 

 

【店舗付き住宅の場合】 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ごみの分類 １ 

ごみ 

家庭系ごみ 

家庭から出されるごみ 

事業系ごみ 

事業所から出されるごみ 

●２階:住居 
（日常生活のごみ） 

＝家庭系ごみ 

●１階:店舗 
（お店のごみ） 

＝事業系ごみ 

『家庭系ごみ』と『事業系ごみ』はきちんと分けてください！ 

事業系一般廃棄物の適正処理 
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事業系ごみは，ごみステーションに出すことはできません。 

次のどちらかの方法で適正に自己処理をお願いします。 

 
 
  一般廃棄物収集運搬業許可業者（許可業者） 

に収集委託する（有料）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

施設名 取り扱い品目 処理料金 受付時間・休業日 

クリーンパーク 

茂原 

℡：(654)0018 

・焼却ごみ ・危険ご
み ・不燃ごみ ・び
ん ・缶 ･ペットボト
ル ･粗大ごみ 

216円/10㎏ 
（税込） 

午前８：３０～正午 
午後１：００～午後４：３０ 
＊日曜日，年末年始，祝日が重な

った土曜日は休業 

㈱エスケーシー 

℡：(621)6221 

・紙類  ・布類 
・紙パック 

36円/10㎏ 
（税込） 

午前８：３０～正午 
午後１：００～午後４：３０ 
＊土・日曜日・年末年始は休業 

エコプラセンター

下荒針 

℡：(648)4631 

・プラスチック製容

器包装 
・白色トレイ 

216円/10㎏ 
（税込） 

午前８：３０～正午 
午後１：００～午後４：３０ 
＊日曜日，年末年始，祝日が重な

った土曜日は休業 

 事業系ごみの処理の仕方 ２ 

 ごみの収集運搬を委託する場合は，市が許可している一般廃棄物収集運搬業
許可業者と契約してください。 
 分別の仕方や排出曜日・時間，排出場所等は周囲の環境に配慮し，許可業者
とよく相談して決めてください。 
 許可業者の名簿は下記ホームページをご覧ください。 

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kankyo/haikibutsu/002470.html 

市の分別ルールに従って

搬入してください。 

１ 

２ 
事業者が自分で直接， 
市の処理施設等へ搬入する（有料）。 

※年末年始の休業や，機器トラブル等による受け入れ停止がありますので，直接，施設へ 
お問い合せください。 
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事業系ごみの処理のポイント  ３ 

●家庭のごみ 

① 許可業者に収集委託 

ＰＯＩＮＴ1  店舗兼住宅の個人商店などでも，家庭のごみとお店のごみをきちんと

分けて，出さなければなりません。 

ＰＯＩＮＴ２  お店から出るごみは，どんなに少量であっても，ごみステーションに出

すことはできません。 

 ⇒ 自分で市の処理施設等へ持ち込むか，少量のごみに対応できる許可業者もあります 
ので，許可業者へお問合せください。 

●お店のごみ 

ごみステーションへ 

（市が収集） 

ご み 

ステーション 

② 自ら市の処理施設等へ搬入 

※ごみステーションに事業系ごみを排出している事業者を発見した時には，市にご連絡ください。 
【連絡先】市役所環境部ごみ減量課 ℡：（６３２）２４１５ 

資源物も出せません

のでご注意ください。

例）段ボール 
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●カップ・パック類 ●袋類 ●ふた類

●ボトル類
●フィルム・ラップ類 

＊このマークが目印です。

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＯＩＮＴ３  平成 22 年 4 月から，プラスチック製容器包装の分別開始により，

事業系ごみの分別・処理方法も一部変わりました。 

【分別区分】 

焼却ごみ 

【処理施設】 

クリーンパーク茂原 

【分別区分】 

資源物（プラスチック製容器包装） 

【処理施設】 

エコプラセンター下荒針 

     【以前は】                   【現在は】 

※ 従業員等が個人的に飲食した，食品の袋や弁当の容器などのプラスチック製容器包装
に限ります。汚れがある場合はきれいにして出してください。 

※ 汚れているものは受け入れできませんので，産業廃棄物として処理してください。 
※ ただし，汚れが落としづらいもの，また，落とせないもの（次の３種類のみです。）に
限り一般廃棄物（焼却ごみ）として処理することもできます。 
● 小袋類：市販の弁当や納豆に入っているドレッシングやしょうゆなど 
● チューブ類：マヨネーズ，ケチャップ，ハミガキ，ハンドクリームなど 
● 色素が残るカップ麺容器：キムチ味，カレー味，坦々麺味など 

※ 汚れが落とせるにもかかわらず，量や手間を理由に汚れを落とさない場合は産業廃棄
物として処理します。 

事業系ごみのご相談・お問い合わせ先 ４ 

● ごみの減量化・資源化のこと  ⇒ 宇都宮市環境部ごみ減量課 （６３２）２４１５ 
● 一般廃棄物処理のこと     ⇒ 宇都宮市環境部ごみ減量課 （６３２）２４２３ 
● 産業廃棄物のこと       ⇒ 宇都宮市環境部廃棄物対策課（６３２）２９２８ 
● 産業廃棄物の処理に関すること ⇒（社）栃木県産業廃棄物協会 （６３２）５５７５ 

アルミのフタ

は 焼 却 ご み

です。 

ポンプもプラスチック製容器

包装です。必ず，はずして

から排出してください。 



 

 
３．税  制 
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法人市民税の概要 

法人の市民税は，宇都宮市内に本店，支店営業所，工場などのある法人が納める税で

す。資本金などや従業者数に応じて負担する「均等割」と，法人の所得に応じて算定された

法人税額（国税）を算出基礎とする「法人税割」とがあります。 

１ 納税義務者 

 宇都宮市内に，本店，支店営業所，工場など（以下，事業所等という）のある法人 

２ 税 額 

(1) 均等割 

資本金などの額と宇都宮市内の事業所等に勤務する従業者数により，６万円から 

３６０万円まで９つの区分があります。 

 宇都宮市内に事業所等があった月数が１年に満たないときは，月割計算します。 

【別表（法人市民税税率表）参照】 

(2) 法人税割 

  ① 宇都宮市内だけに事務所等がある法人 

   法人税額（国税）×１４．７％ 

  ② 宇都宮市以外に事務所等がある場合は，市町村ごとの従業者数で法人税額を按分

して税額を算出します 

法人税額（国税）÷ 全従業者数×宇都宮市の事業所等の従業者数×１４．７％ 

３ 申告・納付 

主な申告の種類 

申告の種類 法人税割 均等割 申告・納付期限 

予定申告 

 

前事業年度の法人税割額 

×６÷前事業年度の月数 

６か月分 

 

中

間

申

告 

中間申告 中間仮決算による法人税額 

×１４．７％ 

６か月分 

 

事業年度開始から６

か月を経過した日か

ら２か月以内 

 

確定申告 

法人税額×１４．７％ 

（中間納付があるときは差し

引く） 

１２か月分 

（中間納付がある

ときは差し引く） 

事業年度終了後，２

か月以内 

４ 法人設立や変更などの届出 

 法人の設立や事務所等の設置があったとき，また，商号や所在地等を変更したときは，

届出書を提出してください。 

お問合せ 

理財部市民税課 法人市民税グループ 

電話番号：028－632-2206・2208 ファクス 028－634-8156 
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１　均等割税率表

市内事業所等 税率

の従業者数 （年額）

50人を超えるもの 3,600,000円

50人以下のもの 492,000円

50人を超えるもの 2,100,000円

50人以下のもの 492,000円

50人を超えるもの 480,000円

50人以下のもの 192,000円

50人を超えるもの 180,000円

50人以下のもの 156,000円

50人を超えるもの 144,000円

50人以下のもの 60,000円

公共法人，公益法人など ― 60,000円

（※）「資本金等の額」は，資本金や出資金など法人税法で定める額

２　法人税割税率 １４．７％

○　宇都宮市以外の市町村へ申告するときは，各市町村ごとに

　　定められた税率を用います。

1,000万円以下の法人

1,000万円を超え
1億円以下の法人

法人市民税　税率表

資本金等の額（※）

50億円を超える法人

10億円を超え
50億円以下の法人

1億円を超え
10億円以下の法人
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給与所得者の市民税・県民税の特別徴収について 

１ 給与所得者の市民税・県民税の特別徴収義務 

  給与所得者の市民税・県民税につきましては，地方税法第３２１条の３の規定により，

「特別徴収」の方法で納付していただくことになっています。 

「特別徴収」とは，事業者が毎月の給与支払いの際に，市民税・県民税を給与から差

し引き，本人に代わりお納めいただく制度です。 

市民税・県民税の特別徴収を行っていない事業者は，特別徴収への切り替えについ

てご検討ください。 

 

２ 特別徴収のメリット 

   特別徴収は所得税の源泉徴収と異なり，市が税額を決定しますので，事業所が税額

を計算する必要はありません。 

従業員の方にとっては毎月の給与から徴収するので，納め忘れがなく，納期ごとに

銀行等に行く手間が省けます。また，１年分の税額を１２回に分けて給与から徴収しま

すので，年４回で納めていただく普通徴収と比べ，１回あたりの納税額が少なくなりま

す。 

なお，平成２１年度から入札参加資格登録の際に，特別徴収を実施されている事業

者に対し一定点数を付与しているところです。  

 

３ 納期の特例 

   納期の特例は，従業員が１０人未満の事業所が，特別徴収した税額を年２回（１１月

及び５月）に分けて納入していただく制度です。（「納期の特例」の適用を受けるには申

請が必要です。） 

 

【特別徴収の制度】 

      

       ①給与支払報告書の提出(1月 31日まで) 地方税法 317の 6      

            

       ③特別徴収税額の通知(5月 31日まで) 地方税法 321の 4           

                                                  
       ⑤税額の納入(翌月 10日まで) 地方税法 321の 5              

                                         

      ④給与の支払いの際に税額を徴収 法 321の 5 

 ③      (6月から翌年の 5月までの毎月の給与支払日) 
 

 

給

与

支

払

者 
(

特
別
徴
収
義
務
者) 

 給与所得者（納税者） 

市 

町 

村 

②
税
額
の
計
算
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従業員に給与を支払う際、所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人市

民税・県民税は徴収していないということはありませんか。 

このような給与支払者(事業者)の方は、市民税課に御相談ください。 

 

４ 給与支払報告書の提出について 

１月１日現在において，給与の支払をする者で所得税を徴収する義務がある者は，1 月３

１日までに給与の支払を受けている者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項

を「給与支払報告書」に記載し，１月１日現在における住所所在の市町村に提出しなければ

ならないこととされています。（地方税法第３１７条の６） 

 また，1 月 1 日時点で給与支払いの対象となっていない人でも，前年に支払った給与総額

が３０万円を超える場合は，給与支払報告書の提出が必要となります。 

 
 お問い合わせ 

   理財部市民税課 個人市民税第 1･2･3･4･グループ 

     電話番号：０２８－６３２－２２０９～２２１２ 

     ファクス：０２８－６３４－８１５６ 
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事業所税の概要 

事業所税は，都市環境の整備・改善事業に要する費用に充てることを目的に，人口３０万

人以上の都市等が課税するもので，利益の有無にかかわらず，市内の事業所などの床面

積とその事業所に勤務する従業者数に応じて課税されます。 

 

１ 申告と納税 

事業所税には，資産割と従業者割があり，次の表の区分により納税義務のある法人また

は個人が，申告し同時に納税することとされています。  

区分 納税義務のある法人または個人 申告納税期限 

 

資産割 

市内において使用している事業所な

どの延べ床面積の合計が１，０００㎡

を超える事業主 

 

従業者割 

市内の事業所などにおける従業者数

の合計が１００人を超える事業主 

法人： 

事 業 年 度 終 了

時の現況で判断

個人： 

１２月３１日の現

況で判断 

法人： 

事業年度終了後 

２ヵ月以内 

個人： 

翌年の３月１５日

まで 

 

２ 税 額 

次の表の区分により，課税標準に税率をかけて算出します。 

区分 課税標準 税率 

資産割 申告した使用床面積 １㎡につき６００円 

従業者割 申告した給与支払総額 給与支払総額の０．２５／１００ 

３ その他 

 このほかに，次の場合は申告してください。（納税義務はありません）。 

 事業所などを他に貸し付けている場合  

 事業所などの床面積が８００㎡を超える，又は従業者数が８０人を超える場合  

 事業所などを新たに設置し，又は廃止した場合 

 
お問合せ 

理財部税制課 諸税証明グループ 

電話番号：028－632－2185 ファクス 028－651－5165 
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障がい者の働く場に対する発注促進税制 

障がい者の｢働く場｣に対する発注額を前年度より増加させた企業について,企業が有する固定資

産（減価償却資産）を割増して償却することができます。（法人税等の軽減です。） 

※発注には業務を下請けした場合のみならず，自家生産した商品を売買した場合も 

含みます。 

１ 税制優遇対象者 

 青色申告者である全ての法人または個人事業主が対象 

  企業（法人）：法人税の税制優遇 

  個人事業主：所得税の税制優遇 

２ 適用期間 

 5 年間の時限措置 

企業（法人)：平成２０年４月１日～平成２５年 3 月３１日 

個人事業主：平成２１年１月１日～平成２５年１２月３１日 

３ 割増償却額 

割増して償却される限度額は前年度からの，発注増加額 ※ 

→前年度に発注がない場合は，当該年度の「発注額」がそのまま「発注増加額」 

になります。 

※ ただし，対象となる固定資産の普通償却限度額の３０％が限度になります。 

４ 対象となる発注先 

○障害者自立支援法に基づく事業所・施設 

・ 就労移行支援事業所 

・ 就労継続支援事業所（A 型，B 型） 

・ 生活介護事業所 

・ 障害者支援施設（就労移行支援，就労継続支援，生活介護を行うものに限る。） 

・ 地域活動支援センター 

○旧法に基づく施設 

・ 旧法授産施設（身体・知的・精神） 

・ 旧法福祉工場（身体・知的・精神） 
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○障がい者を多数雇用している企業 

・ 障害者雇用促進法の特例子会社 

・ 重度障害者多数雇用事業所※ 

※ 重度障害者多数雇用事業所 

①障害者の雇用者数が５人以上 

②障害者の割合が従業員の２０％以上 

③雇用障害者に占める重度身体障害者，知的障害者及び精神障害者の割合が３０％ 

以上 

①から③の全ての要件に該当している旨の公共職業安定所長の証明が必要になります。 

５ 割増償却の対象となる減価償却資産の例 

 本税制による割増償却の対象となる資産は，現事業年度を含む３年以内に取得した資産に限り

ます。 

 １年以上の長期保有資産で取得価格１０万円以上のもの。 

・ 建物及びその付属設備（暖冷房設備，照明設備，エレベーターなど） 

・ 機械及び装置（工作機械，印刷機械，食料製造機械など） 

・ 車両及び運搬具（自動車，フォークリフトなど） 

・ 工具,器具及び備品（事務机，キャビネット，応接セット，パソコン，コピー機など） 

・ 生物（牛，馬，豚，綿羊，山羊，かんきつ樹など） 

この他にも多くの資産が対象になります。 

 

お問い合わせ 

 宇都宮税務署 

 電話番号：028-621-2151（代表） 



 

 
４．宇都宮市 

 からのお知らせ 
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ブランドメッセージ 

宇都宮ブランド推進協議会は，宇都宮が 100 年先も誇れるまちとなるよう，宇都宮の魅力を凝縮し

たブランドメッセージ「住めば 愉快だ 宇都宮」をキーワードに掲げ，市民の皆さんが宇都宮に「誇り」

をもち，市外の皆さんからは宇都宮に「憧れ」を持ってもらえる都市の実現に向け取り組んでいます。 

 

 

ロゴマークについて 

「住めば愉快だ宇都宮」ロゴマークが使用できます。ロゴマークを活用して，宇都宮市の良さや魅力を

市内外にアピールしましょう。 

   

（※平成２３年度はロゴマークの上に「今こそ元気に！」が入ります。ロゴ作成中。） 

 

 

オリジナルロゴマークについて 

「住めば」の部分を様々な言葉に置き換えたオリジナルロゴマークを作成し，使用することができます。

宇都宮への一体感や愛着を感じてもらい，市民が様々な「愉快ロゴ」を見る機会を増やしていきましょう。 

 

使用を希望される場合は，宮カフェホームページ（http://miyacafe.jp/）から「使用基準」を御確認い

ただき，「使用申請書」を都市ブランド戦略室までご提出ください。 

 

お問い合わせ 総合政策部 政策審議室 都市ブランド戦略室 

電話番号：028-632-2129 ファックス：028-632-5422 

 

住めば愉快だ宇

都宮ロゴマーク 
（H23年度版）
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市マスコット・ミヤリー 

 

宇都宮市制 110 周年記念マスコット「ミヤリー」は、これからも宇都宮市を盛り上げてい 

きます。 

 

 市制 110 周年記念事業のマスコットとして活躍しました。今後も、宇都宮市に関わる事業や

市民の皆様の活動などで引き続き、使用できますので、可愛がっていただき、是非ご利用くだ

さい。 

 

 使用を希望される場合は、「使用基準」に掲げる許可基準及び遵守事項等をご確認いただき、

「使用申請書」を政策審議室 計画行政グループまでご提出下さい。  

お問い合わせ  総合政策部 政策審議室 計画行政グループ 

電話番号:028-632-2118 ファクス:028-632-5422 
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公共施設予約システムについて 

宇都宮市公共施設予約・案内システム 

「宇都宮市公共施設予約・案内システム」は，パソコンや携帯電話，公共情報端末（KIOSK 端末）から，

インターネットを通じて，市の施設の「空き状況の照会」や「仮予約」ができるシステムです。宇都宮市ホー

ムページのトップページ上のリンクからご利用になれます。空き状況の照会はどなたでもできますが，仮

予約については施設ごとに「利用者登録」が必要です。 

 なお，抽選や使用料の支払いは各施設の窓口で行います。また，各施設の空き状況の照会・予約につ

いては，窓口や電話でも行うことができます。   

 

 

■対象施設 

 

（１）仮予約と空き状況の照会ができる施設 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 お問い合わせ先 

清原中央公園 
028-667-1227  

（清原管理事務所） 

宮原運動公園 

駒生運動公園 

栃木ＳＣ宇都宮フィールド 

石井緑地 

柳田緑地 

道場宿緑地 

028-663-1611 

（市体育文化振興公社） 

森林公園 

自然休養村管理センター  

028-652-3450 

（自然休養村管理センター） 

西鬼怒川地区グラウンドワーク活動センター  028-673-9766 
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（２）空き状況の照会のみができる施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

総合政策部 情報政策課 情報化グループ 

電話番号:028-632-2870 ファクス:028-632-5426 

施 設 名 お問い合わせ先 

平石地区市民センター 028-660-1964 

清原地区市民センター 028-667-5696 

横川地区市民センター 028-656-6452 

瑞穂野地区市民センター 028-656-4250 

城山地区市民センター 028-652-4794 

国本地区市民センター 028-665-2942 

富屋地区市民センター  028-665-1663 

豊郷地区市民センター  028-660-2340 

篠井地区市民センター 028-669-2515 

姿川地区市民センター 028-658-1594 

雀宮地区市民センター 028-654-1013 

宇都宮市民プラザ 028-616-1540 

中央市民活動センター・中央生涯学習センター 028-639-7579 

東市民活動センター・東生涯学習センター 028-638-5784 

西市民活動センター・西生涯学習センター 028-648-8241 

南市民活動センター・南生涯学習センター 028-659-9953 

北市民活動センター・北生涯学習センター 028-622-7093 

上河内生涯学習センター 028-674-2233 

河内生涯学習センター 028-673-0800 

総合コミュニティセンター・男女共同参画推進センター  028-636-4071,4075 

サン・アビリティーズ 028-656-1458 

みずほの自然の森公園 028-657-5222 
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公共施設案内地図について 

電子地図による公共施設案内地図システム 

 本市では、「宇都宮市公共施設案内地図システム」により、パソコンからインターネットを通じ

て市内の公共施設や避難場所などを検索できるサービスを提供しております。施設の場所を

電子地図上に表示することや、施設の概要などを調べることができます。ぜひご利用くださ

い。 

システム内容 

 (１) 対象施設 公共施設，避難場所，警察・消防，スポーツ施設，教育機関など 

(２) 提供情報 名称，住所，電話番号，ホームページＵＲＬ，最寄り交通機関，詳細情報， 

関連情報，施設写真など 

(３) 検索方法 地図検索，施設種別検索，エリア検索，キーワード検索，住所検索 

(４) 操作機能 地図拡大・縮小，距離計測，スクロールなど 

(５) 提供地図 デジタル地図，航空写真 

(６) そ の 他 宇都宮市ホームページのトップページ上にリンクを貼り，サービスを提供 

 

 

お問い合わせ 

総合政策部 情報政策課 情報化グループ 

電話番号:028-632-2870 ファクス:028-632-5426 
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安全で快適なまちをつくろう 

市では，路上喫煙等による被害の防止や，きれいで快適な生活環境の確保など安心して

快適に過ごせるまちを実現するため，「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条

例」，「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」を制定しました。 

 

○ 路上喫煙等禁止区域では 

 喫煙所を除き，たばこを吸うことができません。 

違反者には，２，０００円の過料が科されます。 

 

 ※ 喫煙所では灰皿の周囲に喫煙スペースを示すラインが白線等で示されていますので，

そのスペース内での喫煙をお願いします。 

※「路上喫煙等」とは道路や公園などの屋外の公共の場所で，たばこを吸うこと及び火の

ついたたばこを持つ行為を言います。 

 

○ 美化推進重点地区では以下のルールを守りましょう。 

① ごみはゴミ箱に捨てるか，自宅へ持ち帰りましょう。 

②ペットの散歩の際には，フンは自宅へ持ち帰りましょう。 

違反者には警告し，警告に従わない場合には２，０００円の過料が科されます。 

 

区域図は裏面をご欄ください。 

 

お問い合わせ 

「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」 

市民生活部 生活安心課 

電話番号：０２８－６３２－２２８４ ファクス ０２８－６３２－６６００ 

 

「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」 

環境部 廃棄物対策課 

電話番号：０２８－６３２－２９２８ ファクス ０２８－６３３－４３２３ 
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消防団協力事業所表示制度 

 

 消防団員の被雇用者の割合が増加している中、事業所の従業員が入団しやすく、ま

た、消防団員として活動しやすい環境づくりを進めるためには、事業所の皆さんの消防

団活動に対する理解や協力は欠かせません。 

 そこで、平成 21 年 1 月から、消防団協力事業所表示制度をスタートしました。 

 この制度は、従業員の消防団活動に積極的な協力をしている事業所に対し、消防団

協力事業所の表示証を交付するとともに、事業所名等を市の広報紙やホームページな

どでお知らせするものです。 

 交付する表示証は、社屋掲示をはじめ、印刷物やホームページへの掲載など、事業

所の社会貢献を公表するため、使用していただくことが可能です。 

 事業所のイメージアップにつながりますので、より多くの事業所の皆さんから、参加を

お待ちしております。 

 

１ 消防団協力事業所になるためには 

消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに当てはまることが必要です。  

1 従業員が宇都宮市消防団員として、3 人以上入団している。  

2 従業員の消防団活動について、次に掲げる事項のいずれかに適合している。 

(1) 勤務時間中の出動や訓練などに関する配慮をしている。 

(2) 賃金や手当等を削除しないなどの配慮をしている。 

(3) 昇進や昇給等で不利に扱われないよう、内部規定に定めている。  

3 災害時における消防団への資器材等の提供など、宇都宮市と協定等を締結している。  

4 その他消防団活動に積極的に協力し、地域防災の充実強化に寄与しているなど，市

長が特に優良と認めている。 
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２ 表示証とは 

 

 プラスチック製（縦 297 ミリメートル×横 210 ミリメートル×厚さ 6 ミリメートル）で、表示

証マークの下に宇都宮市と表示日が表記されます。 

 事業所の入り口、その他の見やすい場所に掲示していただくとともに、事業所ホーム

ページへの掲載、パンフレットやチラシなどの配布物、ポスターや看板の掲示物などに

も掲載が行えます。 

 なお、掲載につきましては、表示証の寸法を拡大縮小しての使用も可能です。 

 このマークのコンセプトは、事業所の消防団に対する協力を、消防団員と事業所従業

員をイメージした輪の連結で、力強く表現、ハート型は地域を思う心を表現しています。 

 

３ 申請を行うには 

所定の申請書に,必要事項をご記入のうえ,消防本部総務課に提出してください。 

 申請及び問い合わせ先 

郵便番号 320-0014 

   宇都宮市大曽 2 丁目 2 番 21 号 

   宇都宮市消防本部総務課消防団グループ 

   電話番号：028－625－5504 
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社員食堂等を保有する事業所が行う給食施設届出について 

特定かつ多数のものに対して，継続的に食事を提供する給食施設においては，給食の開始

等の届出が必要になります。 

「特定給食施設」の設置者は，健康増進法第 20 条により，給食の開始等の届出が義務づけら

れています。また，宇都宮市では，「特定給食施設以外の給食施設」の設置者にも特定給食施

設と同様の届出をお願いしていますので，次のとおり提出くださるようお願いします。 

１ 届出者 

給食施設の設置者（給食施設とは事業所内に調理を行う厨房を有する施設であって，調理業

務を外部の業者に全面委託している場合も含みます。） 

２ 届出の種類 

  開始（再開）届，変更届，休止（廃止）届 

３ 提出方法 

宇都宮市が定める様式を用いて，保健所健康増進課窓口へ直接持参又は郵送（ただし，開

始届は直接持参）してください。 

様式及び提出書類等につきましては，保健所健康増進課へ問い合わせいただくか，市のホー

ムページをご覧ください。 

４ 届出の時期 

給食を開始（再開），変更，休止（廃止）した日から 1 カ月以内に届出が必要です。 

 

【特定給食施設】 

健康増進法では，特定かつ多数のものに対して継続的に食事を供給する施設のうち

栄養管理が必要なものとして 1 回 100 食以上又は 1 日 250 食以上の食事を供給する施

設を「特定給食施設」としています。  

【特定給食施設以外の給食施設】  

宇都宮市では，特定給食施設以外の給食施設であっても，特定かつ多数のものに対

して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして，次の施設を「給

食施設」としています。 

1 1 回 50 食以上又は 1 日 100 食以上の食事を供給する施設 

2 病院及び 10 床以上の診療所で食事を供給する施設  

 
お問い合わせ 宇都宮市保健所 健康増進課  

電話番号：028‐626‐1126 ファクス：028－627-9244 
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補助犬にご理解ください 

 補助犬（盲導犬，介助犬，聴導犬）は身体の不自由な人のために働きます。 

「身体障害者補助犬法」では公共施設，交通機関，デパート，スーパー，飲食店，ホテル，民

間企業などにおいて補助犬の受入れが義務化されています。しかしながら,まだまだ補助犬

に対する理解は十分ではないのが現状です。 

 市民の皆様には補助犬へのご理解をいただき,補助犬と同伴する身体障がい者が施設を気

持ちよく利用できるようご協力をお願いします。 

1.補助犬同伴を受け入れるために(ペットとの区別) 

盲導犬は白または黄色のハーネス（胴輪）が目印であり，介助犬・聴導犬は胴着に表示が

されています。また，使用者本人には認定証の携帯が義務づけられているほか，補助犬の公

衆衛生上の安全性を証明する身体障害者補助犬健康管理手帳や健康管理記録の携帯が

義務づけられています。 

 これらの表示がなく「補助犬」と称して犬同伴のお客様が施設などの利用を主張しても，法

律で決められている表示をしていない犬は補助犬とは認められないので，事業者側に受け入

れの義務はありません。補助犬かどうかの確認が必要な場合は，使用者に認定証の表示を

求めてください。補助犬を受け入れる際に，使用者に声をかけることは失礼にはあたりませ

ん。 

２ 補助犬同伴を断れる時 

基本的に補助犬の管理責任は使用者にあります。万が一,犬による迷惑行為があった場合

は使用者にはっきりとそのことを告げてください。また，お店や施設の営業に著しい損害が発

生し，または，利用するお客様に影響を及ぼす場合，補助犬使用者にその理由を告げた上，

補助犬法に則って「やむを得ない場合」として同伴を断ることもできます。 

３ 他のお客様への説明ポイント 

＊ 補助犬は身体障害者補助犬法に基づくものであり，障がい者の自立と社会参加を促すも

のであることを伝えてください。 

＊ 補助犬は適切な健康管理と感染症等の予防対策を講じられた犬であり，使用者がきちん

と行動管理をしているので，迷惑をかけるようなことはないことを伝えてください。 

＊ 補助犬は待機中でも仕事中なので触ったり,声をかけて気をひいたりしないよう伝えてくだ

さい。 

＊ 補助犬による迷惑行為，アレルギーがある方などはその旨をお知らせしていただくように

してください。 

お問い合わせ 保健福祉部 障がい福祉課 

電話番号：０２８－６３２－２３５３  ファクス：０２８－６３６－０３９８ 
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【年金や保険のこと】 

 

【働く上で関係すること】 

 相 談 内 容 問 い 合 わ せ 先 

労働条件の確保・改善，労働時間等の設定改善，事業場に 

対する監督指導等に関する業務 
栃木労働局 監督課 TEL:634-9115 

労 働 条 件 の 改 善 
最低賃金・最低工金，賃金制度改善，賃金等の統計調査等に

関する業務 
栃木労働局 賃金室 TEL:634-9109 

労 働 基 準 法 のこと 
男女雇用機会均等，育児休養等両立支援，介護休業制度， 

次世代育成支援等 
栃木労働局 雇用均等室 TEL:633-2795 

労働災害の防止， 

リスクアセスメントなど 
職場における労働災害の防止，リスクアセスメントの推進 栃木労働局 安全衛生課 TEL:634-9117 

 

 相 談 内 容 問 い 合 わ せ 先 

厚 生 年 金 厚生年金の加入等の手続き 
（国）宇都宮西年金事務所 TEL:622-4281 

（国）宇都宮東年金事務所 TEL:683-3211 

社 会 保 険 社会保険の加入，資格得喪等の手続き （国）全国健康保険協会 栃木支部 TEL:616-1691 

雇 用 保 険 雇用保険の手続き等 
（国）宇都宮公共職業安定所（ハローワーク宇都宮） 

TEL:638-0369 

労 災 保 険 労災保険の給付等 （国）栃木労働局 労災補償課 TEL:634-9118 

国 民 年 金 国民年金の加入，資格得喪等の手続き （市）保険年金課 TEL:632-2320 

国民健康保険 国民健康保険の取得，得喪等の手続き （市）保険年金課 TEL:632-2320 

労 災 年 金 労災年金や過労死・精神障がいなどの労災補償等 （他）栃木労災年金相談所 TEL:625-2578 

労 働 関 係 機 関 一 覧 
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【障がい者の方・高齢者の方へ】 

 相 談 内 容 問 い 合 わ せ 先 

障がいのある方や事業主の方などへの職業相談・職業評価から

ジョブコーチ支援事業，職業準備支援，精神障がい者総合雇用

支援等の各種サービス 

月～金曜日 ８時４５分～１７時 

栃木障害者職業センター 

ＴＥＬ：637-3216 

障がい者の就業に関する相談を受け，様々な機関と連携をとりな

がら，職業生活における自立を支援 

月～金曜日 ９時～１７時 

宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター ＴＥＬ：678-3256 

就業相談・就労支援について 

臨時的かつ短期的な就業又は，その他の軽易な業務に係る就業

を通じて，生きがいの充実・社会参加の推進 

（財）栃木県シルバー人材センター連合会 ＴＥＬ：633-5300 

（社）宇都宮市シルバー人材センター ＴＥＬ：633-5300 

障がい者・中高年齢雇用 

について 

事業主に対する障がい者の方・中高年齢者の方への雇用促進に

関する啓発・指導援助，各種給付金など 
栃木高齢・障害者雇用支援センター ＴＥＬ：610-0655 

 

【労働・求人のことなら】 

 相 談 内 容 問 い 合 わ せ 先 

社会保険労務士による社会保険制度や労働時間，賃金，解雇

等の労働問題全般に関する相談 
（市）商工振興課 TEL:632-2446 

労 働 相 談 

労働問題全般  月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 （県）宇都宮労政事務所 TEL:626-3053 

総 合 労 働 相 談 
労働者，使用者からの労働問題に関するあらゆる分野の労働

相談  月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
（国）栃木労働局 総合労働相談コーナー TEL:634-9112 

賃金不払い・解雇・労災の問題等 （国）宇都宮労働基準監督署 TEL:633-4251 

労 働 の 相 談 男女均等取扱い，セクシュアルハラスメント，育児・介護休業， 

母性健康管理等 
（国）栃木労働局 雇用均等室 TEL:633-2795 
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求人，求職の相談，各種雇用情報の提供 

月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

（国）宇都宮公共職業安定所（ハローワーク宇都宮） 

TEL:638-0369 

職 業 の 相 談 求人・求職の相談，各種雇用情報の提供 

月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 7 時 

土曜日 午前 10 時～午後 5 時 

（国）ハローワーク駅前プラザ TEL:623-8609 

社会保険労務士 

な ん で も 相 談 会 

社会保険労務士による労働問題全般，アスベスト労働災害の 

相談  第 1・3 水曜日 午後 1 時 30 分～4 時 30 分 
（他）栃木県社会保険労務士会 TEL:647-2028 

月～金曜日 午前 9 時～正午，午後１時～4 時 （他）法テラス栃木 TEL：050-3383-5395 
法的トラブルの解決に 

必要な情報提供 
月～金曜日 午前 9 時～午後 9 時 

土曜日 午前 9 時～午後 5 時 

（他）法テラス（日本司法支援センター）コールセンター 

TEL:0570-078374（おなやみなし） 

 

【起業・創業に関することなら】 

 相 談 内 容 問 い 合 わ せ 先 

起 業 ・創 業 相 談 窓 口 
中小企業診断士等による起業・創業に関するあらゆる相談 

相談要予約 
（市）産業政策課 TEL 632-2460 

 

【国の各種助成金のことなら】 

○ 労働基準関係 

名  称 概      要 問 い 合 わ せ 先 

職場意識改善助成金 
労働時間等の設定改善を通じた職場意識の改善を促進するため， 

２カ年の計画を作成し，実施した場合 

労働時間等設定改善推進助成金 
労働時間等の設定改善（計画年休制度の導入等）を団体的取組み 

として行う場合 

（国）栃木労働局 監督課 TEL:634-9115 

（国）宇都宮労働基準監督署 TEL:633-4251 
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○ 職業安定関係 

名  称 概      要 問 い 合 わ せ 先 

雇用調整助成金 

中小企業緊急雇用安定助成金 
事業活動の縮小に伴い雇用調整（休業，訓練，出向）を行う場合 

試行雇用奨励金 経験不足等により，転職が困難な求職者を試行的に雇入れた場合 

特定求職者雇用開発助成金 新たに高年齢者や障害者等の就職が困難な求職者を雇入れた場合 

若年者等正規雇用化特別奨励金 
「年長フリーター」や 30 代後半の不安定就労者又は，採用内定を取り

消され就職先が未決定の学生等を正規雇用した場合 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 派遣労働者を派遣先で直接雇用した場合 

地域雇用開発助成金 
過疎雇用改善地域（那珂川町・茂木町）に，事業所の設置・整備に 

より，当該地域の労働者を雇入れた場合 

労働移動支援助成金 

再就職支援給付金 

再就職援助計画対象者の再就職を一定期間内に実現した場合， 

再就職のために要した費用を給付 

受給資格者創業支援助成金 
雇用保険受給者が，自ら創業し，創業後 1 年以内に継続雇用する 

労働者を雇入れた場合 

介護労働者設備等導入奨励金 
介護労働者の身体的負担軽減を目的として，介護福祉機器を導入 

した場合 

障害者初回雇用奨励金 

（ファースト・ステップ奨励金） 
障害者雇用の経験のない事業主が，初めて障害者を雇用する場合 

特例子会社等設立促進助成金 障害者を新たに雇用して，特例子会社等を設立した場合 

精神障害者ステップアップ雇用 

奨励金 

精神障害者の方を試行的に短時間就業で雇入れ，段階的に就業時間

を延ばし，週 20 時間以上働くこととした場合 

（国）栃木労働局 職業対策課 TEL:610-3557 

 

（国）栃木労働局 職業安定課 TEL:610-3555 

 

（国）宇都宮公共職業安定所（ハローワーク宇都宮）

TEL:638-0369 
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○ 雇用均等関係 

名   称 概      要 問 い 合 わ せ 先 

中小企業子育て支援助成金 
平成 18 年度以降初めて育児休業取得者が出た場合 

（中小企業とは常用労働者数 100 名以下の企業） 

事業所内保育施設設置・運営等 

助成金 

事業所内保育施設の設置，運営，増築又は保育遊具等の購入を行う

場合 

均衡待遇・正社員化推進奨励金 

パートタイム労働者や有期契約労働者を対象に、正社員への転換制

度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を適用した場

合 

（国）栃木労働局 雇用均等室 TEL:633-2795 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 業 所 便 利 帳 
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